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令和４年３月11日(金曜日) 

            午前９時58分開議 

            午前11時32分休憩 

            午前11時36分開議 

午後１時10分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議案第40号 令和４年度熊本県一般会計予

算 

議案第48号 令和４年度熊本県林業改善資

金特別会計予算 

議案第49号 令和４年度熊本県沿岸漁業改

善資金特別会計予算 

閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

いて 

報告事項 

①熊本県産アサリ産地偽装対策・再生に

向けた取組みについて 

②新型コロナウイルス感染症拡大による

農林水産物への影響について 

③災害復旧事業及び国土強靱化事業の進

捗状況等について 

④令和２年災害関連等工事に係る入札契

約制度の見直し(第４弾)について 

⑤新規就農者の状況について 

令和３年度農林水産常任委員会における取

組の成果 

――――――――――――――― 

出 席 委 員(８人) 

        委 員 長 末 松 直 洋 

        副委員長 楠 本 千 秋 

        委  員 前 川   收 

        委  員 吉 永 和 世 

        委  員 渕 上 陽 一 

        委  員 磯 田   毅 

委  員 山 本 伸 裕 

委  員 荒 川 知 章 

欠 席 委 員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 農林水産部 

         部 長 竹 内 信 義 

       政策審議監 阪 本 清 貴 

      生産経営局長 下 田 安 幸 

      農村振興局長 渡 邉 昌 明 

        森林局長 大 岩 禎 一 

        水産局長 山 田 雅 章 

       首席審議員 

兼農林水産政策課長 深 川 元 樹 

団体支援課長 加 藤 栄 一 

 流通アグリビジネス課長 中 島   豪 

首席審議員 

     兼農業技術課長 酒瀬川 美 鈴 

      農産園芸課長  本 亮 治

         政策監 武 田 好 文 

        畜産課長 上 村 佳 朗 

  農地・担い手支援課長 髙 野   真 

      農村計画課長 清 藤 浩 文 

      農地整備課長 青 木 公 平 

     むらづくり課長 𠮷 住 俊 郎 

      技術管理課長 德 永 昭 彦 

      森林整備課長 笹 木 征 道 

      林業振興課長 山 下 裕 史 

森林保全課長 中 尾 倫 仁 

      水産振興課長 堀 田 英 一 

    漁港漁場整備課長 植 野 幹 博 

農業研究センター所長 山 下 浩 次 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 平 江 正 博 

     政務調査課主幹 小 田 裕 一 

――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○末松直洋委員長 ただいまから第８回農林

水産常任委員会を開会いたします。 

 本日は、新型コロナウイルス感染症対策と

して、３密を防ぐため、次第に記載のとお
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り、執行部を前半と後半の２つのグループに

分けて、それぞれのグループごとに執行部の

説明及び質疑を行い、全ての質疑が終了した

後に採決を行いますので、よろしくお願いい

たします。 

 また、委員会はインターネット中継が行わ

れますので、委員並びに執行部におかれまし

ては、発言内容が聞き取りやすいよう、マイ

クに向かって明瞭に発言いただきますようお

願いいたします。 

 それでは、本委員会に付託された議案を議

題とし、これについて審査を行います。 

 執行部の説明及び質疑応答は、効率よく進

めるために、着座のまま簡潔にお願いしま

す。 

 初めに、竹内農林水産部長から総括説明を

行い、続いて、担当課長から順次説明をお願

いいたします。 

 

○竹内農林水産部長 本日は、よろしくお願

い申し上げます。 

 今定例会に提案しております議案の説明に

先立ちまして、アサリの産地偽装問題につい

て御報告申し上げます。 

 アサリの産地偽装の根絶に向けた第一歩と

なります緊急出荷停止宣言から１か月が経過

しました。県では、産地偽装アサリの一掃、

徹底的な調査、取締り、純粋な県産アサリの

生産、流通という３原則の下、産地偽装の根

絶に向け、全力で取り組んでおります。 

 前回の委員会で御報告いたしました国への

緊急要望、熊本県産アサリブランド再生協議

会の設置等に加えまして、新たに、産地偽装

につながる蓄養が行われている漁場を管理す

る漁協に対して、県産アサリの振興に関する

県の補助金等を交付しないことといたしまし

た。 

 また、純粋な県産アサリを守り育て、適正

に販売、流通していくための本県独自の条例

を６月議会で提案できるよう、策定に着手し

ております。 

 残り約１か月で出荷再開を果たすため、昨

日、第２回目となります熊本県産アサリブラ

ンド再生協議会を開催いたしました。この協

議会におきまして、熊本モデルとなる産地偽

装を防ぐ流通、販売の仕組みの構築やブラン

ド力向上の取組について御議論いただき、具

体的な方向性について御了承いただきまし

た。純粋な熊本県産アサリの出荷再開を目指

し、引き続き、時間的緊迫性を持って全力で

取り組んでまいります。 

 なお、環境生活部におきましても、一昨

日、産地偽装を行った事業者に対して、国と

ともに食品表示法に基づく指示を行っており

ます。 

 引き続き、熊本県産ブランドを守るため、

県の総力を挙げて産地偽装の根絶に取り組ん

でまいります。 

 それでは、今定例会に提案しております議

案等の概要を御説明いたします。 

 後議といたしまして、予算関係３件を提案

しております。 

 まず、令和４年度当初予算についてです。 

 今回の予算は、令和２年７月豪雨及び熊本

地震からの創造的復興、新型コロナウイルス

感染症への対応に加え、将来に向けた地方創

生の取組等という３つの柱の下で、本県農林

水産業の持続的な発展に必要な事業を計上し

ております。この結果、一般会計と特別会計

を合わせた総額は、738億円余となります。 

 それでは、３つの柱に沿って、取組の概要

を御説明いたします。 

 １つ目の令和２年７月豪雨及び熊本地震か

らの創造的復興につきましては、農地や山

腹、渓流、林道などの農林関連施設等の早期

復旧のほか、流域治水対策の一環である田ん

ぼダムの取組を推進するための実証実験に着

実に取り組んでまいります。また、熊本地震

からの創造的復興の総仕上げとなる大切畑ダ

ムの復旧につきましては、工事の完了が１年
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９か月延び、令和７年度となる見込みです

が、早期完了に向けしっかりと取り組んでま

いります。 

 ２つ目の新型コロナウイルス感染症への対

応につきましては、感染症拡大や長期化にも

負けることなく、農林漁業者が安心して経営

を継続できるよう、さきの２月補正予算で計

上いたしましたブランド戦略や消費拡大等に

関する事業に加えまして、引き続き、資金繰

り対策などを講じてまいります。 

 ３つ目の将来に向けた地方創生の取組等に

つきましては、スマート農業推進等による資

源、技術をフル活用した生産力、産地力の向

上、次世代のくまもと農林水産業を担う人材

の確保、育成により、稼げる農林水産業の実

現に取り組みます。また、環境負荷軽減につ

ながる技術開発や現地検証等をさらに強化

し、くまもと循環型農林水産業の実現にも取

り組むこととしております。さらに、ＧＩＳ

などのデジタル技術の活用や県内中山間地域

の魅力を発信して、関係人口や移住、定住の

拡大を図るスーパー中山間地域の取組にも力

を入れてまいります。 

 以上が今回提案しております議案の概要で

ございます。 

 その他報告事項といたしましては、経済環

境常任委員会との共通の報告事項である熊本

県産アサリ産地偽装対策・再生に向けた取組

みのほか、新型コロナウイルス感染症拡大に

よる農林水産物への影響、建設常任委員会と

の共通の報告事項であります災害復旧事業及

び国土強靱化事業の進捗状況等及び令和２年

災害関連等工事に係る入札契約制度の見直

し、そして新規就農者の状況の計５件でござ

います。 

 詳細につきましては、この後、担当課長か

ら御説明させますので、御審議のほどよろし

くお願い申し上げます。 

 

○末松直洋委員長 次に、付託議案につい

て、担当課長から資料に従い順次説明をお願

いします。 

 

○深川農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 農林水産常任委員会説明資料(予算関係及

び条例等関係)について御説明させていただ

きます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 令和４年度当初予算総括表でございます。 

 表の左から２番目の欄、令和４年度当初予

算額(A)の欄の一番下、合計欄を御覧くださ

い。 

 農林水産部の令和４年度当初予算額の合計

額は、738億9,700万円余で、その右隣の欄、

令和３年度当初予算と比較し、マイナス29億 

8,300万円余となっています。 

 内容としましては、冒頭の部長の総括説明

にもございましたとおり、令和２年７月豪雨

及び熊本地震からの創造的復興や新型コロナ

対応に加えまして、将来に向けた地方創生の

取組等に係る予算を提案しております。 

 大きな増減を説明しますと、中ほどの農地

整備課が約70億円の減となっておりますが、

これは、令和２年７月豪雨からの復旧の進捗

に伴う減でございます。また、その５行下の

森林保全課は約27億円の増となっています

が、これは、令和２年７月豪雨関連事業につ

いて、国予算の関係に伴う付け替えにより増

となっているものでございます。 

 戻って、２ページをお願いします。 

 資料に用いている凡例について、説明欄を

設けております。 

 これから、当初予算の内容につきまして、

各課から御説明申し上げますが、まず、事業

自体が新設の場合は、事業名の前にマル新、

事業の一部が新規の場合は、新たに実施する

事業内容の前にマル新と記載しております。

 また、四角囲みでコロナ対策とありますの

は、新型コロナウイルス感染症に対応する施
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策となります。７月豪雨及び熊本地震とあり

ますのは、令和２年７月豪雨及び熊本地震か

らの復旧、復興のための施策、強靱化とあり

ますのは、防災・減災、国土強靱化のための

５か年加速化対策に基づいた施策となってお

ります。 

 総括説明は以上です。 

 それでは、当初予算の内容につきまして、

各課から主なものについて御説明申し上げま

す。 

 ４ページをお願いします。 

 農林水産政策課の予算でございます。 

 ２段目の職員給与費につきましては、現在

配置しております職員数に基づき計上してお

ります。 

 以後、このような職員給与費が度々出てま

いりますが、全て同様でございますので、各

課の分も含めまして、説明は省略させていた

だきます。 

 最下段の農政企画推進費につきましては、

５ページをお願いいたします。 

 一番上の段の説明欄の３、グローバル農業

交流推進事業は、農業分野におけるバリ州を

はじめとした海外との技術交流等に要する経

費です。 

 ２段目の農業公園費の説明欄１、農業公園

運営事業は、熊本県農業公園の指定管理に要

する経費でございます。 

 農林水産政策課は以上です。 

 

○酒瀬川農業技術課長 農業技術課でござい

ます。 

 24ページをお願いします。 

 ６段目の農業改良普及管理運営費の説明欄

１、協同農業普及事業は、各地域振興局農業

普及・振興課等の運営及び普及職員の現地で

の活動や研修等に要する経費でございます。 

 25ページをお願いいたします。 

 １段目の農業改良普及推進費の説明欄１、

スマート農業導入加速化事業は、スマート農

業の導入に向け、位置補正情報を活用した自

動操舵システムやドローンによる防除技術の

現地実証及び普及等に要する経費で、２の次

世代につなぐ営農体系の確立支援事業は、ス

マート農業技術の導入を検討する地域の協議

会に対する助成でございます。 

 26ページ、４段目の土壌保全対策事業費の

説明欄１、環境保全型農業直接支払事業は、

農薬と化学肥料を５割以上低減する取組と併

せて、地球温暖化防止や生物多様性保全等に

効果の高い営農活動に対する助成でございま

す。 

 ２の地下水と土を育む農業総合推進事業

は、地下水と土を育む農業推進条例に基づ

き、県民運動の展開やグリーン農業等、環境

保全型農業の推進に要する経費及び生産拡大

に向けた助成でございます。 

 27ページをお願いします。 

 説明欄３の農業生産工程管理(ＧＡＰ)導入

促進事業は、国際水準ＧＡＰの推進体制整備

や認証取得に対する助成でございます。 

 ４の新規事業、熊本型みどりの食料システ

ム戦略推進事業は、農業分野における温室効

果ガスの削減に向け、環境負荷低減の推進を

行うために、農業研究センターでの水田のメ

タンガス排出削減技術や土中への炭素貯留効

果等の新技術の開発や実証に要する経費及び

有機農業の生産拡大に取り組む市町村等への

助成でございます。 

 ４段目の病害虫発生予察事業費は、病害虫

防除所の運営及び病害虫の発生予察や海外か

ら侵入するおそれのある病害虫の調査等に要

する経費でございます。 

 28ページから30ページにかけましては、農

業研究センターの管理運営費で、県下10研究

所の管理運営や施設の維持補修、改修工事等

に要する経費でございます。 

 31ページをお願いいたします。 

 最下段の試験研究費は、説明欄１の作物、

野菜、果樹などの栽培技術等の研究に要する
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経費と２の外部資金を活用した国立研究開発

法人や大学、民間企業等との共同研究に要す

る経費でございます。 

 また、次のページの最下段の試験研究費

は、畜産部門における家畜の飼養管理や草地

管理等の研究に要する経費でございます。 

 農業技術課は以上でございます。 

 

○ 本農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 33ページをお願いします。 

 ３段目、農業改良普及費の説明欄、くまも

と農業人財総結集支援事業は、農業分野での

人手不足を解消するため、多様な人材を農業

現場にマッチングする取組に対する助成でご

ざいます。 

産地間連携によります外国人材の活用や農

福連携の取組を進めてまいります。 

 最下段の農産物対策推進事業費、１の経営

所得安定対策推進事業は、経営所得安定対策

等の農業者への制度の周知や作付確認を実施

します市町村等に対する助成で、主食用米か

らの転換を進めるための事業でございます。 

 下のページ、２段目の農業気象対策事業費

は、説明欄のとおり、防災整備計画に基づ

き、降灰被害を最小化するために必要な茶の

洗浄施設等の整備に対する助成でございま

す。 

 ３段目の米麦等品質改善対策事業費、１の

くまさんの輝き拡大戦略事業は、「くまさん

の輝き」の生産拡大、販路拡大、ＰＲ等に要

する経費でございます。 

令和４年産は、作付面積が1,000ヘクター

ルを超えることから、さらに生産対策を強化

し、食味ランキングの特Ａを目指してまいり

ます。 

 35ページをお願いいたします。 

 ２段目の畑作振興対策費、地域特産物産地

づくり支援対策事業は、特産農作物の産地づ

くりに必要な施設等の整備や推進活動に対す

る助成でございます。 

 下段のい業振興対策費、２のいぐさ産地総

合支援事業は、イグサの生産安定や需要拡

大、生産合理化の取組に対する助成でござい

ます。輸入品との区別化のためのＱＲタグの

推進を進めてまいります。 

 下のページ、２段目の野菜振興対策費、１

の「ゆうべに」ブランド推進・出荷体制構築

事業は、ゆうべにの栽培面積拡大とブランド

確立に向けました商品開発、ＰＲ等に対する

助成でございます。 

ＤＸによりまして、労働負担が大きい摘果

作業や選別作業の省力化を進めてまいりま

す。 

 ２の持続的露地野菜産地育成事業は、被災

地などにおけますバレイショの産地形成に要

する経費と実需者ニーズに対応した露地野菜

の生産拡大に対する助成でございます。 

 ３の野菜価格安定対策事業は、野菜価格の

安定対策のための資金造成でございます。 

 37ページをお願いいたします。 

 ９の攻めの園芸生産対策事業は、野菜、果

樹、花の生産力の向上、気象災害に負けない

産地づくりに必要な施設や機械等の導入に対

する助成でございます。 

 下のページ、１段目は、先ほど御説明しま

した野菜価格安定事業の支払い補償に必要な

債務負担限度額を設定するものでございま

す。 

 その下の段の２の花き管理ＤＸ推進事業

は、花の品質の高位平準化や計画出荷のため

の栽培技術のデータ化、見える化に要する経

費でございます。 

 最下段の果樹振興対策費につきましては、

39ページをお願いいたします。 

 ２の次代につながる熊本の果樹強化対策事

業は、果樹の生産性向上に向けました栽培環

境の整備や果物ファン開拓の推進に対する経

費でございます。 

産地の生産基盤の強化や作業受託組織の育
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成を進めてまいります。 

 ３のデコポン管理ＤＸ推進事業は、デコポ

ンの貯蔵で近年腐敗が発生してございまし

て、その解決に向け、貯蔵環境等のデータ化

や管理の省力化に向けた実証に対する助成で

ございます。 

 ４の次世代型果樹園モデル実証事業は、省

力化栽培技術とスマート機器装備による労働

生産性の高い果樹経営モデルの実証に対する

助成でございます。 

 下段の生産総合事業費の強い農業づくり支

援事業、産地パワーアップ事業の２つの事業

は、国の事業でございますが、生産性や収益

性の向上に向けた施設や機械等の導入に対す

る助成でございます。 

 下のページ、水田営農活性化対策費、２の

くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業

は、集落営農法人の労働生産性向上の取組や

土地利用型農業のコスト削減、中山間地域で

の機械の共同利用に必要な施設、機械の整備

等に対する助成でございます。 

 農産園芸課は以上でございます。 

 

○上村畜産課長 畜産課でございます。 

 41ページをお願いいたします。 

 最下段の畜産生産基盤総合対策事業費でご

ざいます。 

 説明欄１の家畜改良増殖総合対策事業は、

家畜の能力向上に取り組む地域改良組織等へ

の助成及び優良雌牛の保留推進や今年10月に

鹿児島県で開催される全国和牛能力共進会出

品の取組等を支援するものでございます。 

 下の説明欄３のひと・うし・しごとづくり

ステップアップ事業は、地域の畜産業のリー

ダーとなる人材の確保、育成に向けた空き牛

舎等を活用した就農研修等による支援体制の

構築に係る経費に対して助成するものでござ

います。 

 ４の熊本型放牧高度化支援事業は、熊本型

放牧拡大のための位置情報確認システムなど

による放牧管理の高度化や放牧牛増頭に対す

る助成でございます。 

 最下段の畜産経営安定対策事業費でござい

ます。 

 説明欄１の家畜畜産物価格安定対策事業

は、肉用子牛、肉豚及び鶏卵の価格安定のた

めの基金造成に対する助成でございます。 

 43ページをお願いします。 

 説明欄４の畜舎特例法事務事業は、畜舎等

の建築等及び利用の特例に関する法律、いわ

ゆる畜舎特例法に基づく宿舎建築利用計画の

認定手続等に要する経費でございます。 

 今年４月に施行される畜舎特例法では、申

請のあった畜舎等の建築やその利用方法に係

る計画を県が認定する仕組みとなっておりま

すため、計画審査に要する経費を計上してお

ります。 

 下段の循環型耕畜連携体制強化事業費でご

ざいます。 

 説明欄１の環境保全型農業総合支援事業

は、畜産環境の保全及び堆肥の生産、流通等

に要する堆肥舎整備や堆肥散布機器の導入等

に対する助成でございます。 

 ３のＢＯＤ監視システム普及・定着実証事

業は、養豚場等の浄化処理施設を効率的に稼

動させるＢＯＤ監視システムの普及、定着の

ための実証及び運転状況調査に要する経費で

ございます。 

 下のページ、上段の畜産物市場流通戦略対

策事業費でございます。 

 説明欄１のくまもと畜産物流通戦略対策事

業は、県産畜産物のブランド化に向けた体制

整備やＰＲイベント等の消費拡大の取組に対

する助成でございます。 

 最下段の家畜保健衛生所整備費の説明欄、

家畜保健衛生所施設整備事業は、天草家畜保

健衛生所のバイオセキュリティー確保のため

の新庁舎施設整備に要する経費でございま

す。 

 45ページをお願いします。 
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 上段、家畜衛生推進対策事業費の説明欄、

熊本県産業動物獣医師確保のための修学資金

給付事業は、産業動物獣医師の確保を図るた

め、国が行う修学資金給付制度を活用して、

獣医系大学生に修学資金を給付する畜産団体

に対する給付原資の助成でございます。 

令和４年度は、継続12人、新規６人の計18

人分を計上しております。 

 下段の家畜衛生・防疫対策事業費でござい

ます。 

 説明欄の１から下の８まで事業がございま

すが、これらは、県内５つの家畜保健衛生所

の管理運営に要する経費や家畜伝染病の発生

予防と発生時の防疫資材の備蓄等に要する経

費でございます。 

 １の家畜保健衛生所維持管理費は、家畜保

健衛生所の管理運営に関する経費でございま

す。 

 ２の家畜衛生管理指導事業は、家畜所有者

に対する家畜の慢性疾病対策等の伝染病予防

のための衛生管理指導及び検査機器整備に要

する経費でございます。 

 ３の家畜伝染病防疫対策事業は、家畜伝染

病、特に鳥インフルエンザや豚熱等の法定伝

染病の発生予防と蔓延防止のための検査等に

要する経費及び実施団体に対する助成でござ

います。 

 下の７、畜産防疫体制強化事業は、野生動

物侵入防止対策に必要な設備の整備等、畜産

関係団体の防疫体制強化のための取組に対す

る助成でございます。 

 ８の野生イノシシ豚熱検査体制強化事業

は、野生イノシシの確保及び検査材料採材の

ための委託費等、豚熱サーベイランス強化の

ための検査に要する経費でございます。 

 畜産課は以上でございます。 

 

○髙野農地・担い手支援課長 農地・担い手

支援課でございます。 

 47ページをお願いいたします。 

 ２段目の農村地域農政総合推進事業費、説

明欄の１、くまもと農業の継承支援事業は、

高齢等によりリタイアする農家の経営資産を

新規就農者等に継承する取組に助成するもの

でございます。 

 ２のくまもと農業経営相談所総合支援事業

は、農業者からの経営相談にワンストップで

対応します経営相談所の運営に要する経費及

び地域営農組織等の法人化に対する助成でご

ざいます。 

 下のページ、６の未来へつなぐ地域営農組

織経営力強化支援事業は、地域営農組織の法

人化や経営力強化に向けた取組に対して助成

するものでございます。 

 ７の女性が変える未来の農業推進事業は、

国の新規事業に対応し、女性農業者の社会参

画や経営参画に向けた推進活動を行うもので

ございます。 

 ８の農地集積加速化事業は、人・農地プラ

ンの策定を行う市町村への助成や農地集積協

力金の交付を行うものでございます。 

 ９の農地中間管理機構事業は、農地集積を

推進する農地中間管理機構に対する活動費の

助成でございます。 

 49ページをお願いします。 

 下段の債務負担行為の設定につきまして

は、農業公社が農地売買等の事業を実施する

ための借入資金に関する損失補償として設定

するものでございます。 

 下のページ、１段目の農業委員会等振興助

成費は、市町村農業委員会等が実施する農地

事務や組織運営等に対する助成でございま

す。 

 ４段目の農業改良普及推進費、説明欄の

１、農業次世代人材投資事業は、就農前の研

修期間及び就農直後の新規就農者に対して、

年間最大150万円の資金を交付する国の事業

でございます。 

昨年度までとほぼ同様の制度となっており

ます。 
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 ２の新規就農者育成総合対策事業は、１の

事業に加えて国が新たに設けた事業で、親元

就農者を含む新規就農者が就農時に必要とな

る機械、施設等の導入に最大４分の３を補助

する事業と地域における新規就農者へのサポ

ート体制整備に対する助成を行う事業でござ

います。 

 最下段の新しい農業の担い手育成費、説明

欄の１の熊本型新規就農総合支援事業は、新

規就農希望者に対する相談から研修、就農定

着までの総合的な支援に要する経費でござい

ます。 

 51ページをお願いします。 

 ２のくまもと農のひとづくり事業は、農業

経営塾など農業者のスキルアップを図る講座

開設に要する経費でございます。 

 ３の熊本とつながる農業外国人材育成事業

は、特定技能等の在留資格で就労する外国人

材の知識習得支援に要する経費でございま

す。 

 ３段目の農業構造改善事業費、説明欄の農

地利用効率化等支援交付金事業は、昨年度の

担い手づくり支援交付金事業を組み替えた国

の事業でございまして、担い手の農業用機械

や施設の導入に対する助成でございます。 

 最下段から53ページ１段目までは、農業大

学校に関する予算でございます。 

 この中で、53ページをお願いします。 

 説明欄８の農大施設保全改修事業は、農大

の保全計画に基づき、研究、講義棟ほかの施

設改修を行う経費でございます。 

 11のプロ経営者研修緊急育成高度化事業

は、卒業後即戦力が期待されます社会人コー

スの研修内容充実等に要する経費でございま

す。 

 下のページ、下から２段目の就農支援資金

貸付金償還金は、就農の際に必要な融資資金

に関するものですが、平成26年度まで県を通

じて貸し付けておりました青年等就農資金の

償還金を国へ償還するものでございます。 

 農地・担い手支援課は以上でございます。 

 

○清藤農村計画課長 農村計画課でございま

す。 

 55ページをお願いいたします。 

 ４段目の国営土地改良事業直轄負担金です

が、説明欄の１、国営土地改良事業直轄負担

金は、国営土地改良事業に係る県及び市町村

負担金で、八代市及び氷川町で実施していま

す八代平野地区ほか３地区分でございます。 

 ２の直轄災害復旧事業負担金は、令和２年

７月豪雨災害により被災しました八代市の遥

拝頭首工を国直轄災害復旧事業として実施し

ており、その事業に対する県の負担金でござ

います。 

 なお、前年度に比べて８億6,900万円余の

増額となっておりますが、これは、主に川辺

川地区が令和４年度に完了することに伴い、

市町村及び農家負担金を一括償還する予定と

なっており、これに対応するものです。 

 下のページ、２段目の土地改良施設維持管

理事業費については、説明欄のとおり、国営

造成施設維持管理事業費で、国営事業で造成

された施設の維持管理を行っている土地改良

区へ助成を行うものです。 

 ３段目の国営事業継続地区推進調査費につ

いては、説明欄のとおり、事業名を新たに広

域基盤整備推進事業とし、国営及び県営事業

により広域的な基盤整備を実施している地区

を対象に、農地集積の推進や営農効果の早期

発現のために行う調査等に要する経費でござ

います。 

 最下段の農業農村整備調査計画費について

は、説明欄の１、農業農村整備調査計画費

は、農業農村整備事業の新規地区に係る調査

や事業計画書の策定、土地改良施設に関する

調査等に要する経費です。 

 ２の田んぼダム実証実験事業は、流域治水

の一環として田んぼダムの取組を推進するた

め、人吉・球磨管内で実施している実証実験
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事業に要する経費でございます。 

 57ページをお願いいたします。 

 ２段目の国営土地改良受託事業費は、説明

欄のとおり、国営事業換地受託費で、宇城市

で実施している国営宇城地区緊急農地再編総

合整備事業の換地業務を県が受託して実施す

るための経費でございます。 

 ３段目の農業農村整備推進交付金は、説明

欄のとおり、市町村や土地改良区が実施する

国庫補助事業の対象とならない小規模な農業

農村整備事業に対して助成を行うものです。 

 ５段目の海岸保全直轄事業負担金について

は、説明欄のとおり、国営の直轄海岸保全事

業に係る県の負担金で、玉名市の玉名横島地

区ほか１地区分でございます。 

 農村計画課は以上です。 

 

○青木農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 58ページをお願いします。 

 ５段目の農地集団化事業費については、説

明欄のとおり、土地改良換地等強化対策事業

で、圃場整備事業の換地業務を担う換地技術

者の技術強化のための研修会等に要する経費

でございます。 

 ６段目の換地処分清算金については、県営

土地改良事業における換地の権利者間の不均

衡を金銭清算するための経費です。 

 59ページをお願いします。 

 １段目の土地改良施設維持管理事業費につ

いては、説明欄の１、土地改良施設突発事故

復旧事業は、パイプラインや用排水機場など

の土地改良施設が突発事故によって故障した

場合の復旧に対応するための経費と市町村に

対する助成を行うものです。 

 ２の土地改良施設維持管理強化事業費は、

土地改良区などの施設を管理するものに対す

る技術支援と施設の補修に対する助成を行う

ものです。 

 60ページ、１段目の県営中山間地域総合整

備事業費については、説明欄の１、県営中山

間地域総合整備事業費ですが、中山間地域に

おいて、農地の区画整理などの生産基盤整備

と集落道路などの生活環境整備を総合的に実

施するものでございます。 

令和４年度は、第二上益城中央地区ほか18

地区で実施する予定です。 

 ３段目の団体営農業農村整備事業費につい

ては、説明欄のとおり、用排水路の改修な

ど、農業農村整備を実施する市町村等に対し

て助成を行うもので、令和４年度は、杉上１

地区ほか78地区で実施する予定です。 

 ４段目の農業生産基盤整備事業費について

は、説明欄のとおり、農地の区画整理や用排

水路、農道の整備と併せて農地集積を行うこ

とで、生産コストの低下や高収益作物の導入

を図るものでございまして、令和４年度は、

第二宇土八水地区ほか53地区で実施する予定

です。 

 61ページをお願いします。 

 61ページは、農業生産基盤整備事業費の債

務負担行為の設定です。 

 説明欄のとおり、１の第一海路口地区ほか

４地区の排水機場の整備と２の画図東部２期

地区の排水路の整備において、工期が複数年

となることから、債務負担行為の設定をお諮

りするものでございます。 

 62ページ、３段目の農地防災事業費につい

ては、説明欄のとおり、防災ダムやため池、

湛水被害防止施設、地滑り防止施設、海岸堤

防等の整備を実施することで、農地や農村地

域において、災害の未然防止を図るものであ

り、令和４年度は、第二蓑谷地区ほか34地区

で実施する予定です。 

 62ページ最下段から63ページまで、債務負

担行為の設定です。 

 説明欄のとおり、上杉地区ほか７地区の排

水機場の整備において、工期が複数年となる

ことから、債務負担行為の設定をお諮りする

ものです。 
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 64ページをお願いいたします。 

 64ページの１段目の単県農地防災施設管理

費については、説明欄のとおり、県管理土地

改良施設等総合マネジメント事業でございま

すが、県が管理する海岸保全施設や防災ダム

などの補修や維持管理に要する経費です。こ

の中で、新規事業として、地滑り防止区域の

現地点検やため池の点検とデータ整備に要す

る経費等を要求しております。 

 ３段目の団体営農地等災害復旧事業費につ

いては、説明欄のとおり、農地や農業施設の

災害復旧を実施する市町村に対して助成を行

うものです。 

 ４段目、最下段の県営農地等災害復旧事業

費については、説明欄のとおり、県営で実施

する農地や農業施設の災害復旧に要する経費

でございまして、令和４年度は、大切畑地区

ほか４地区で実施する予定でございます。 

 また、大切畑ダム本体工事については、仮

排水路トンネル工事において発生した湧水の

対応などにより工程が遅れたことに伴い、工

事の完了を令和７年度に延長する必要が生じ

ております。このため、工期の延長に合わせ

て、令和７年度まで債務負担行為の設定をお

諮りするものです。 

 なお、工事の契約については、債務負担行

為の設定の後に行う必要があるため、次年度

の議会にお諮りする予定でございます。 

 農地整備課は以上です。 

 

○𠮷住むらづくり課長 むらづくり課でござ

います。 

 説明資料65ページをお願いします。 

 上段の農政諸費の説明欄をお願いします。 

 世界農業遺産推進事業です。 

これは、世界農業遺産に認定された阿蘇の

草原の維持と持続的農業を次世代に継承する

ための農作物の販売促進及び草原再生の加速

化に要する経費でございます。 

 中段の農村地域農政総合推進事業費の説明

欄の２、棚田地域振興推進事業は、棚田地域

振興法に基づく棚田地域の指定と振興に要す

る経費でございます。 

 下段の山村振興対策費の説明欄の１、中山

間地域等直接支払事業は、中山間地域等で農

業生産活動を継続する農業者に対する交付金

を市町村を通して交付するための国庫の受入

れと県負担分などの経費でございます。 

 その下、３のがまだす里モン支援事業は、

農山漁村の活性化を図ろうとする住民主体の

取組を市町村を通して支援する事業で、４の

むらづくり・ひとづくり事業は、地域づくり

人材の育成とネットワークづくりを行う事業

に要する経費でございます。 

 中ほど、農作物対策費、説明欄の鳥獣被害

防止対策・ジビエ利活用加速化事業は、鳥獣

被害防止のための施設整備補助や人材育成、

捕獲補助、ジビエ利用などの取組に要する経

費です。 

令和４年度は、県の広域的調整等の役割が

強化されたことを受け、増額をお願いしてお

ります。 

 下段の農業構造改善事業費につきまして

は、次のページ、67ページをお願いいたしま

す。 

 説明欄３の中山間農業モデル地区強化事業

は、中山間地域で所得確保のモデルとなる事

例づくりとその波及のため、支援に要する経

費でございます。 

 ４のスーパー中山間地域創生事業につきま

しては、農産物やその加工品などを地域の資

源として活性化を図るとともに、県内の中山

間地域の魅力を発信して関係人口の増加や移

住、定住を見据えた地域をつくっていこうと

今年度、３地域を選定し、地域戦略を作成し

てまいりました。令和４年度からその実現に

向けた取組を始めますので、その支援に要す

る経費でございます。 

 下段の土地改良費の説明欄の未来につなぐ

ふるさと応援事業につきましては、ふるさ
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と・水と土保全基金を一定割合で取り崩しな

がら活用し、地域の方々の活動を支援する経

費でございます。 

 その下、説明欄の多面的機能支払事業につ

きましては、農地の維持と農業、農村の多面

的機能の維持、活用を図る共同活動に対する

交付金を市町村を通して交付するための国庫

の受入れと県負担などの経費でございます。 

 むらづくり課は以上です。 

 

○德永技術管理課長 技術管理課でございま

す。 

 68ページをお願いします。 

 ３段目の地籍調査費は、説明欄のとおり、

熊本市ほか７市町村が実施する地籍調査に対

する助成でございます。 

 ５段目の農業土木行政情報システム費につ

きまして、説明欄１の電子入札・工事進行管

理システム開発事業は、当該システムに係る

運用保守管理等に要する経費の農業土木負担

分でございます。 

 ２のくまもと農地ＧＩＳ利活用ＤＸ推進事

業は、当該ＧＩＳを活用して農業ＤＸを推進

すべく、さらにその利便性を高めるために、

データ作成や共有環境構築、クラウド化等に

要する経費でございます。 

 69ページをお願いします。 

 ３段目の林政諸費は、説明欄のとおり、電

子入札や工事進行管理システムなどに係る運

用保守管理等に要する経費の林務水産負担分

でございます。 

 技術管理課は以上でございます。 

 

○末松直洋委員長 以上で前半グループの説

明が終わりましたので、質疑を受けたいと思

います。 

 質疑は、該当する資料のページ番号、担当

課と事業名を述べてからお願いします。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のまま説明をしてください。 

 それでは、質疑はありませんか。 

 

○前川收委員 まず、41ページ、畜産課です

けれども。畜産生産基盤総合対策事業費とい

うことで、１番の家畜改良増殖総合対策事業

ということの中で、全国和牛能力共進会への

出品に対する経費を組んであります。ぜひ、

今年行われます鹿児島だったですね、におけ

る全国和牛能力共進会で優秀な成績を取ると

いうことが熊本のブランド力の向上にはとて

も大きな役割を果たしてくるというふうに思

いますので、しっかり力を尽くしていただけ

ればと思います。 

 実は、覚えてらっしゃると思いますが、こ

の全国和牛能力共進会を熊本に誘致したいと

いう発言が、言質を捉えて言うつもりはあり

ませんが、多分10年ぐらい前だったと思いま

すけれども、知事の発言の中でもそういう発

言があったことを私は記憶をいたしておりま

して、熊本の畜産振興のためには、やっぱり

畜産の、特に肉牛の産地としてのブランド力

を高めていくためには、共進会をやらなきゃ

いけないという意識を強くその当時思ったこ

とを覚えております。 

 九州の中だけで見れば、今回鹿児島、前々

回は宮崎でしたかね。前回は仙台だったと、

宮城県、その前がたしか長崎。九州の中にお

いても、長崎、宮崎、鹿児島という形で、も

う既に共進会開催をされてるわけであります

けれども、残念ながら熊本にその思いはある

かもしれませんが、実現の形が見えてないと

いうんですかね、まだ、手を挙げると、共進

会に立候補するという状況にも至っていない

のかなというのが私の実感であります。 

 ぜひ今回のこの和牛能力共進会をしっかり

見ていただき、またこれから、５年間積み上

げてきた中身の成果だと思いますけれども、

いい牛を出すことによって、もう１回その機

運を盛り上げていくことができないかなとい

うふうに思ってまして、生産の質と量だけで
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見れば、全然、熊本が開催できないはずがな

いというんですかね、開催してもおかしくな

い実力が熊本にはあるというふうに思ってま

す。 

 できない理由は幾つかあるんでしょうけれ

ども、その理由は、またそれをしっかり分析

して、それを解決していかなきゃいけないと

いうふうに思いますけれども、それに対し

て、今年の共進会に対する意気込みと、それ

から主催県になることがあるのかどうか。こ

れは簡単な話じゃないけれども、そのこと

は、畜産、農業行政の中の位置づけとしての

意識づけがあるのかどうか、お尋ねしたいと

思います。 

 

○上村畜産課長 畜産課でございます。 

 委員おっしゃいますとおり、黒毛和牛は、

これまでは、熊本県は後進県ですという言い

方してましたけれども、もう全国でも４位の

飼養頭数もございますし、加えて前年３月19

日に、銘柄としても「くまもと黒毛和牛」と

いう一本化を果たしました。 

 全国和牛能力共進会というのは、非常に大

事な場所でございまして、５年に１回で、そ

こでやっぱり上位を取るというのが、一つ和

牛県としてのその名声をぐっと上げることだ

と思います。本当にそう思っております。 

 これまでできなかったことも今後やりたい

と思っているんですけれども、とにかくでき

ない理由の一つは、今回９区までございます

けれども、そのうちの６区に出品がまだかな

いません。というのは、改良組合というか、

その全和が認めたその組合というのがまだあ

りませんで、種牛までつくっていくような進

んだ組合が。それを今つくろうとしていると

ころでございます。それができれば、出る権

利というか、それは出てくると思います。 

 あと、加えて、これまで上位をあまり取っ

てなかったもので、今回の鹿児島で少なくも

上位を取りまして、全国に名をはせて、次の

ステップに行きたいと思っております。 

 機運については、現場というか、団体の長

のほうもぜひやりたいという気持ちは持って

らっしゃいますので、それはもう県としても

応えていきたいなと思っています。 

 

○前川收委員 ぜひそれを目指して、まだ足

らざる部分があるというお話でありましたか

ら、そういった手を挙げれる条件整備という

ものがないと、どうせ挙げられないわけでし

ょうから、あの時点でも挙げられなかったと

いうのが現実なんですね。そこをしっかり整

備してもらいたいなというふうに思ってます

し、やっぱり今年の鹿児島、隣の県でありま

すから、開催されるところには、環境的にも

非常に行きやすいし、出品もしやすい環境で

すね。 

 前回、５年前の宮城県の仙台は、車に乗っ

て、生体を皆運んで、大変な状況だったとい

うふうに思いますけれども、ぜひ今度は、い

い牛をいい環境の中で運ぶこともできるとい

うふうに思いますので、しっかり力を入れて

やっていただき、いい成績が出るように。 

 それから、隣ですから、何ならみんなで応

援に行くぐらいの機運を盛り上げる――よく

畜産関係者、私の周りにたくさんいらっしゃ

いますけれども、よその県は、もう横断幕持

って、みんなで応援に来てますけれども、熊

本はなかなか来てくれませんねというお話で

ありましたので、ぜひ、今度は隣の県ですか

ら、この委員会でも考えて、一緒に行けるよ

うに、応援に行けるように頑張ってもらえれ

ばというふうに思います。 

 引き続き、もう１点いいですか。すみませ

ん。 

 あわせて、畜産課なんですけれども、畜産

をやっていく上で、今非常に皆さんが困って

らっしゃり、不安に感じてらっしゃるのは、

今回の予算にも組んでありますけれども、産

業動物獣医師の確保という部分、これが御高
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齢の先生たちばっかりで、この先どうなるん

だろうかというのが、正直な、畜産業者の人

たちの不安の声であります。 

 それで、今回、これまで県は予算も組ん

で、現在、ごめんなさい、45ページの一番

上、修学資金給付事業ということで、12名、

そして新規で６名、都合18名の学生たちに修

学資金を提供し、修学後は熊本において就職

してほしいという話になってるんだというふ

うに思いますけれども、これが、今から先、

今の状態でどのような影響が出てるのかとい

うことを一つ知りたいんです。 

 それと、もう一つですね。同様の予算で、

次のページ、46ページの５番、一番上ですけ

れども、熊本の畜産を担う獣医師確保・育成

推進事業ということで、こっちは学生、これ

は何だろうかというふうにちょっと思ったも

んですから、そちらの説明もよろしくお願い

したいと思います。 

 

○上村畜産課長 畜産課でございます。 

 まず、獣医師の確保ということでございま

すけれども、これまでの獣医師確保の修学資

金がまず挙げられますけれども、これまで、

12人が農済または県に就職されております。

効果は結構出ていると思います。 

 引き続きこれも行いながら、今まで高校生

とかに対して、獣医はいいんですよ、熊本の

獣医になりませんかということを推進してま

したけれども、加えて小中学生とかのまだ小

さい頃に、例えば保護犬とか保護猫の譲渡会

とか、そういうところにいらっしゃるとき

に、お子さんには、こういう仕事もあるんだ

よということも刷り込みというか、小さい頃

からこういうお仕事があるんだというのを教

えて、あと、親御さんには、こういう資金が

ございますということをしっかり伝えて、長

い目でいきたいと思っております。 

 今回、地域の動きとしましては、小国郷地

域で、獣医療の提供の体制整備をするための

協議会をつくろうという動きになっておりま

す。それに県も一緒に入りまして、オブザー

バーとしてしっかり指導をしていきたいと思

ってます。 

 あと、獣医師さんの数というよりも、もう

１つは、遠隔地の診療の効率化というのが、

今度法令の改正によりまして、初診からリモ

ート診療とかが可能になってきますので、そ

ういうこともうまいこと使いながら、農家の

サービス向上というか、そちらをしていきた

いと思っております。 

 先ほどの46ページの熊本の畜産を担う獣医

師確保・育成推進事業のほうは、インターン

とかの受入れに対する助成でございます。 

 以上です。 

 

○前川收委員 しっかり取り組んでいただき

たいと思います。 

 獣医師そのものは、ペットブームというん

ですかね、小動物のほうの獣医師さんは、多

分減ってないだろうと思ってまして、むしろ

そういったペットの病院とかはどんどんでき

てるし、そっちは増えてるんだろうなと。私

は、何の根拠もない、ただの想像なんですけ

れども、そういうふうに思ってますが、問題

なのは、その産業動物ですね。家畜等々に対

する産業獣医師というのが、本当に深刻な状

況になっております。県の家畜衛生所だって

獣医師さんがいらっしゃらないと経営できな

いということになるでしょう。それは最低イ

ンフラとしては必要な部分であります。 

 それから、もう一つは、やっぱり地域の中

で、畜産をやってらっしゃる人たちの出産と

か、必ずいないとできないわけですよね、畜

産が。果たしてそれが必ず充足されていくん

だろうかというのが、とても大きな不安とし

て今それぞれの地域の中にございます。それ

が原因で、小国のほうでは、今おっしゃった

ようなお話の組織が立ち上げられたんだろう

というふうに思いますが、これお願いであり
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ますけれども、全県の中で、今の現状の獣医

師さんの数とか、それをきっちり調べて、こ

の先どうなっていくのかというシミュレーシ

ョンをしていただきたいなと思います。それ

がないと、そこを目指すという姿が見えない

ので、獣医師確保というのは分かってますけ

れども、それぞれの地域にある程度地域均衡

をしながら、畜産地域の中には何人ぐらい要

りますよという姿が必要だと思います。それ

を目標としながら応援していくという形じゃ

ないと、漠然としてたままでは駄目だと思い

ますけれども、その計画づくりとかも、現に

その数字があるのかどうかについて、要望と

そのお願い、質問と両方になりますけれど

も、どういう状況ですか。 

 

○上村畜産課長 畜産課でございます。 

 獣医療体制の整備の10年計画というのがご

ざいまして、それを昨年11月30日に公表して

おります。その中で各地域の獣医師さんの数

もしっかり把握しておりまして、今後どれだ

け増やさなければいけないかというのも把握

しております。それに向けてしっかりやって

いこうと考えております。 

 

○前川收委員 それを把握されてるならば、

今回組み立てられた予算の中では、計画的に

それを充足していくために、今必要な予算と

して組まれているんだろうと思いますけれど

も、それでやっていけば大丈夫ですね。 

 

○上村畜産課長 それを目指しまして、修学

資金についても、計画的に獣医師さんを増や

していくために、６人分の新規の予算を確保

しております。 

 あと、加えて、もう１つ新たな動きとしま

しては、国のデータベースというか、獣医

は、２年に１回登録をきっちりしなければい

けなくて、どこに誰がいらっしゃるというの

は、しっかり国のほうでシステムが捉えられ

ております。 

 その中で、例えば子育てが終わられて今は

獣医やってないけれども、また新たにやりた

い方とか、そういう情報もしっかりつかめる

ようになりますので、そういう方を新たに中

途でも、例えば産業動物のほうで開業獣医師

さんが足りなければそこに紹介するとか、そ

ういう具体的な活動ができるようになります

ので、そこもやっていこうと思っておりま

す。 

 

○前川收委員 黒毛和牛も全国４位という話

が出ましたように、大事な畜産県でありま

す。どの県でも多分苦労してるんだろうと思

いますけれども、獣医師さんの確保がない

と、畜産基盤の一つでありまして、この上で

成り立っているという状況でありますので、

しっかり取り組んでください。 

 以上です。 

 

○末松直洋委員長 ほかに質疑ありません

か。 

 

○吉永和世委員 27ページの農業技術課、新

しい事業として、熊本型みどりの食料システ

ム戦略推進事業というふうにあるんですが、

これは、国のほうの戦略というのがあって、

それに基づいて熊本型という形で理解してい

いんですか。 

 

○酒瀬川農業技術課長 農業技術課でござい

ます。 

 委員御指摘のとおり、昨年５月に策定され

ましたみどりの食料システム戦略、これに関

係しておりますけれども、国のほうも事業を

出しておりますが、熊本県は、平成２年から

土づくり減農薬運動ということでいち早く取

り組んでまいりましたので、これまでの技術

の積み上げとか、そういったものを生かし

て、先取りといいますか、そういう形で熊本
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県やっていこうという予算でございます。 

 

○吉永和世委員 この循環型農業を実現する

ための新技術開発とかということになると、

結局、化学肥料を減らそうとか、あるいは、

その農薬を減らそうとかというような取組と

いうことですかね。 

 

○酒瀬川農業技術課長 こちらの予算は、農

業研究センターのほうで取り組みます技術研

究の予算になりまして、もちろん化学肥料を

減らすとか、もしくは農薬も削減していくよ

うな、具体的に申し上げますと、減農薬のほ

うといたしましては、例えば、天敵を活用す

るとか、堆肥も活用して総合的に防除をやっ

ていくような技術であるとか、もしくは有機

農業の推進に関するような研究を行うという

計画でございます。 

 以上でございます。 

 

○吉永和世委員 これは、結局、2050のカー

ボンニュートラルに向けての一つの取組だと

いうふうに思いますけれども、生産者からす

ると、こういった取組の中で、結果、その生

産量が減るとか、あるいは、その価格が安く

なるとかというふうになってしまうと、非常

に心配というか、されるんだろうなというふ

うに思うので、あえて、そういった中で、こ

ういう技術開発によって、その生産量を維持

あるいは増やすという形を目指していかれる

ということだというふうに思いますので、そ

こら辺をしっかりと技術開発、ぜひやってい

ただいて、将来、暗いんじゃなくて、それに

取り組むことによって明るい先が見えるんだ

と、そういった状況を、ぜひ生産者の方々と

連携を取って、ぜひいい成果を出していただ

ければというふうにお願いしたいと。 

 

○酒瀬川農業技術課長 委員御指摘のとお

り、稼げる農業と、それから環境を保全して

いくと、こういう両面を技術革新のイノベー

ションのほうでしっかりと取り組んでまいり

たいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

○渕上陽一委員 今のに関連してですけれど

も、まず、昨年の９月に私も質問させていた

だきまして、取組これから頑張っていただき

たいというふうに思いますし、早速地元のほ

うも説明をいただいたということで感謝をし

ております。 

 今の話の中で出てくるのは、どうしても生

産サイドだけの話なんですね。今熊本県は、

これまでもグリーン農業、エコファーマー、

御案内のとおり、くまモンが麦わら帽子かぶ

って、何かタオルを巻いたようなやつで、後

ろのほうに四つ葉のマークがついている。私

も、今ほとんど毎日のように買物に行きます

けれども、今どこんかしこ行っても、あのマ

ークのついた袋に入った商品というのは、ほ

ぼ見ないですね。 

 ということは、スタートしたときには、結

構３分の１とか、いろんなところであれあっ

たんですけれども、全くグリーン農業に対す

る定着ができていないんじゃないのかなとい

うふうに思っておりまして、本気で国も県も

やっていこうとする、このグリーン農業シス

テム、食料システムをやろうとするなら、い

かに消費者に理解していただけるかというの

が、私は一番大事になってくるというふうに

思いますし、それを今からどうやっていかれ

るかというのを一つお聞きしたいというふう

に思います。 

 それと、実は、昨日買物に行きましたら、

同じ生産者がつくった商品を横並びに棚に並

べてありました。で、１つだけ無農薬の野菜

がありました。もうちっちゃく無農薬野菜と

いうのが書いてあったんですね。私、その店

の人に、これ無農薬だったら、ちゃんとここ

に大きく無農薬って書いたほうが、消費者か
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らすれば手に取れるんじゃなかろうかと。も

っと言うならば、その方に、この方はなぜ無

農薬をつくられてるのかという話を聞きまし

たら、化学薬品に農家の人が荒れると、だか

ら、一切その農家の人は化学の薬品とかは使

われてないんですよということ。それを聞い

た後ろの人が、そこの棚から手に取っていか

れた。だったら、ここに私は掲げるべきだ

と、無農薬だと。ところが、売る人から言わ

れるのは、その商品と同じホウレンソウで、

じゃあここのホウレンソウが悪いのかといえ

ば、そんなわけじゃなくて、それは、農家の

人たちもできるだけ化学農薬も肥料を使わず

につくっておられるものを出していらっしゃ

るわけですから、これを一緒に――その理由

づけが難しいんだと。だから、私たちもなか

なか売るのに苦労している。 

 実質、このみどりの食料システムというの

は、環境なんですね。ということは、消費者

の人たちにも、この地球の環境、日本の環

境、熊本の環境を守るためには、何とか皆さ

んたちにも買い支えてほしいんだというの

を、やはりしっかりと私は訴えていくべきだ

ろうというふうに思いますし、いつも見てる

と、生産者側の努力はあっても、消費者に対

してのそういったその買い支えるためのアピ

ールが全く足りていないんだろうというふう

に思っておりまして、ぜひとも、そこら辺を

やっていただきたいというふうに思います。

もし、こういったアピールを今からやるんだ

というのがあれば、どこがやるのかというの

も含めて、何かあれば教えていただければと

いうふうに思います。 

 

○酒瀬川農業技術課長 農業技術課でござい

ます。 

 グリーン農業の推進につきましては、生産

面と販売面の両方でやっていくというもとも

とのシステムで、生産宣言、それから応援宣

言ということで、生産宣言者が２万1,000

戸、それから応援宣言の方も３万3,000戸に

伸びてはきております。ただ、やっぱり委員

御指摘のとおり、販売所におきましては、主

に物産館とか直販所での販売がグリーン農業

多いんですけれども、地域によって、グリー

ン農業の販売の数といいますか、そういった

シールを貼っているというところの差がござ

います。 

 それで、委員からも以前からも御指摘いた

だいてましたので、添付をするように、貼る

ようにということで、巡回指導なり、もしく

は貼ることに対しても、一枚一枚貼るのでは

なくて、やっぱり包装紙にそのままであると

か、あともう１つ、段ボール箱に最初グリー

ン農業貼ってても、小売するときにどうして

も分けていきますので、その段階でなかなか

貼られなかったりという状況にはございま

す。その辺はしっかりとやっていきたいと思

っております。 

 それからもう１点、そういった御指摘ござ

いまして、毎年10月から12月にかけては、キ

ャンペーンということで、県下の80店舗ほど

でグリーン農産物の販売キャンペーンという

のをしっかりやっているところなんです。 

今年は、そのグリーン農産物を購入した消

費者のほうから、4,300件ほど応募といいま

すか、そういうのもあっておりますので、そ

ういった消費者は徐々に増えてきているとい

うふうに思っております。 

 ただ、やはりどうしてもそういったシール

を貼っていくというところについては、まだ

まだ不十分かと思いますので、今後、こうい

ったキャンペーン、もしくは巡回指導、それ

から地下水事業の中に、そういった販売店で

の支援助成事業もございますので、そういっ

たものの活用をしっかりと呼びかけていきた

いというふうに思っております。 

 

○渕上陽一委員 私、逆だろうと思うとです

よね。例えば、シールを貼る、それもやっぱ
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り生産者側に負担をかけるだけの話。本来

は、消費者の方から、少しでも環境に配慮し

た農業をしている商品はないんですかと、そ

ういうのがあれば、それは生産者の方も貼り

ますよ、売れるんだったら。ところが、貼っ

ても変わらなければ貼らないですよ。負担が

増えるだけですから。 

 ですから、ぜひとも、ここら辺は、しっか

りと消費者の方に――それは何万件増えても

書くのは書きますよ。でも、本来、行って商

品を取るまで、しっかりとＰＲをやっていた

だけるようにお願いができればというふうに

思います。 

 と申しますのが、その上にＧＡＰの導入と

いうことが書いてありますけれども、まさし

く地元でも、オリンピックがあるときまで

は、イチゴ農家の人たちも、ＧＡＰは取らな

んとか、いろんな人がＧＡＰは取らなんとか

言われました。ところが、結局、取ってオリ

ンピックが終わって、これから、じゃあ何が

メリットがあるのかということで、ＧＡＰを

取る理由づけというのが、やっぱりなかなか

――インターネットを見れば、ＧＡＰを取ら

ないと、これからは、世界とかスーパーで並

ばないと書いてありますけれども、実質、農

家の人たちは、自分で取ってやられてても、

そのメリットがないと感じていらっしゃいま

すので、そこら辺も一緒にぜひＰＲして、や

っぱり消費者のほうに何とかその商品を手に

取っていただけるような努力をいただきたい

というふうに思います。 

 

○酒瀬川農業技術課長 農業技術課でござい

ます。 

 ＧＡＰにつきましては、委員御指摘のとお

り、東京オリパラの食材の調達基準というこ

とで非常に盛り上がってきたところなんです

けれども、現在、県版ＧＡＰ、グローバルＧ

ＡＰまで含めまして、県版685、それから国

際水準のほうが160ぐらいございます。 

 で、直接価格に反映というところは、やっ

ぱりもともとがこれは生産工程管理の認証の

ものですから、難しい点もあるかもしれませ

んが、ただ、メリットとしまして、議員おっ

しゃったとおり、輸出を始めたとか、もしく

は、国のほうがＧＡＰ認証農産物を取り扱う

意向を示している、例えば、大手のイオンと

か、イトーヨーカ堂とか、ローソンとか、そ

ういった53企業を、現在ＧＡＰパートナーと

して登録しておりまして、ＧＡＰ認証農産物

を優先的に取り扱うような動きというのは見

えてきているかと思います。 

 県下の中にも、そうやって輸出を始めた方

とか、そういった大手の小売業者と取引を始

めた事例もございますので、その辺も、販路

拡大のほうを、委員御指摘のように消費者に

しっかり伝えながらやっていきたいと思いま

すので、こちらもよろしくお願いいたしま

す。 

 

○渕上陽一委員 よろしくお願いします。 

 すみません。もう１点、34ページなんです

けれども、くまさんの輝き拡大戦略事業とい

うのを。 

 実は、この間、食味ランキングの発表があ

りまして、新聞を読みますと、特Ａが42、大

幅に減った、天候不良だということが書いて

ありまして、本県のを見ますと、県北でヒノ

ヒカリが特Ａの評価をいただいたということ

で、「くまさんの輝き」がなかなか厳しかっ

たと。 

 実は、令和５年に向けて、かなり「くまさ

んの輝き」を作りたいという人が増えて、農

家の人に聞くと、やっと始めようと思った

ら、こういう状況だったということで、結

構、農家の人も、出だしをくじかれたような

思いでいらっしゃいますので、ぜひともしっ

かりと――私もスーパー行って「くまさんの

輝き」も見させていただいて、値段もそこそ

この値段で出てるんだろうというふうに思い
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ますけれども、これから取り組む生産者の人

たちのために、しっかりと「くまさんの輝

き」に対してのＰＲもやっていただければと

いうふうに思いますし、作ってよかったと思

えるような、これからも技術指導なんかもや

っていただければというふうに思います。 

 

○ 本農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 私たちも、これまで、特Ａを取りますとい

うようなことで、ずっと言ってきた手前、非

常に私たちも残念な結果でございました。た

だ、本当に自信を持って出しております。 

 といいますのが、主催者に聞きましたとこ

ろ、特Ａは取れなかったということだったん

ですが、評価のやり方として、審査員が食味

でされるんですけれども、基準米に対しまし

て、外観、味、香り、粘り、硬さの５項目で

評価をされるということでございました。 

 で、先ほど、ヒノヒカリ、県北のヒノヒカ

リが特Ａを取れてたということで、具体的に

話を聞かせていただいたところ、味の部分だ

けが若干ヒノヒカリに足りなかったというよ

うなことでございました。私たちも分析をし

ているところなんですけれども、なかなか、

味といったときに、どういうふうにしていけ

ば、先ほど、外観とか、粘りとか、硬さと

か、そういった部分については、生産の対策

として、こういうふうなことをやっていけば

向上するんじゃないだろうかなということが

想像つくんですけれども、なかなかそこが難

しいということなんですが、一つ幸いなこと

に、そのヒノヒカリ、サンプルまだございま

すので、特Ａが取れたヒノヒカリと「くまさ

んの輝き」の違いをしっかり分析をして、生

産者の方々の話を聞いて、次の生産対策につ

なげてまいりたいというふうに思っておりま

す。 

 それともう１つ、生産者の方々について

は、今回特Ａは取れなかったんですが、一等

米の比率から言いますと、「くまさんの輝

き」今年度600ヘクタールほどできておりま

すけれども、88％が一等米ということで、他

の品目が30％から40％というようなことから

比べれば、品質的にはかなりいいものが取れ

るというのは、生産者の方々、実感をされて

いるというふうに思っております。そういっ

たところもＰＲしながら、しっかり取組を進

めていきたいというふうに思います。 

 

○渕上陽一委員 確かに、生産者の人は、大

変この「くまさんの輝き」に対しては、やっ

ぱり言われたとおり期待をされておりますの

で、あとは販路を広げていただくように、Ｐ

Ｒをしっかりとやっていただきますようによ

ろしくお願いします。 

 

○末松直洋委員長 要望でよろしいでしょう

か。 

 

○山本伸裕委員 当初予算でございますの

で、ちょっと全体的なことについてお尋ねし

たいんですけれども。 

 部長の御説明の中で、３つの柱ですね、そ

の３つ目の将来に向けた地方創生の取組とい

うことが強調されておりまして、この中で、

生産力、産地力の向上であるとか、稼げる農

林水産業というようなことが強調されている

んですが、この生産力の向上というようなこ

とについては、国を挙げて今そういう方針が

出されているわけですけれども、財務省が出

した財政審議会の令和４年度予算建議を見る

と、将来の農業従事者、基幹的農業従事者の

予想が出ておりまして、136万人が10年後に

は４割減少、76万人と、20年後には７割減

少、42万人と、かなり減少をしていくという

方向を予想しているわけですね。だから、今

の生産力を維持するためには、農地を集約し

て生産力をアップするんだというような方向

が強調されてるんですよ。 
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 それで、そういう方向で、熊本の農業につ

いても生産力アップが強調されているという

ことは、やはり政府と同じような、将来的に

はかなり農業従事者が減少していくというよ

うな前提で、こういう方針を出されているの

かどうかについて、ちょっとお尋ねしたい

と。 

 

○竹内農林水産部長 全体としてのトレンド

というのは、やはり落ちていくというのは否

めないと思っています。それは、人口減少そ

のものが襲ってくるというのは、もう明確に

なっております。 

 そういった中で、食料の安全保障を担う本

県としては、従来から、稼げる農林水産業と

いう形で、生産量だけでなくて、トータルの

品質を上げて、単価も上げていく、そしてコ

ストを削減する。そういった流れの中で、国

全体として落ちるところはあるかもしれませ

んけれども、本県は、その中で、やはり食料

安全保障の部分を担えるような体制は続けて

いきたいと、そういう考え方でやっていると

ころでございます。 

 

○山本伸裕委員 分かりました。ただ、やっ

ぱり熊本の農業の現状を考えた場合に、やは

り中山間地が多い、あるいは、その家族小規

模経営というようなところが、かなり兼業農

家で支えているというような状況を考えるな

らば、大幅にそういう農業従事者が減少して

いくということになっていくと、これは、熊

本の地域経済であるとか、農業が中心の産業

である市町村であるとか、農林水産業です

ね、そういったところは、非常に自治体、市

町村自体の存亡の危機というか、というよう

なことにも直面していかざるを得ないです

し、そういう点では、もちろん稼げる農業、

生産力向上が大事だと思います。ただ、兼業

でも、あるいは家族農業、小規模でもやって

いけるんだというようなところでの支援が、

熊本の場合はしっかり充実させていくことは

必要じゃないだろうかというふうに思うんで

すね。 

 というような点で、先ほどの御説明を聞く

中で、むらづくり課の多面的機能支払事業な

んかも、前年度と比べると予算の減少という

ようなことも出てますので、そういった問題

も含めて、ぜひしっかり取り組んでいただき

たいというふうに思っております。これは、

答弁は結構ですので。 

 続けてよろしいですか。 

 もう１つ強調されてるのは、輸出力強化だ

と思うんですよ。ただ、一方で、今私非常に

深刻だと思ってるのは、食料自給率がもう極

めて日本の場合は深刻で37％と、もう北朝鮮

よりも低いんじゃないかと思うんですけれど

も。そういう状況で、今世界の情勢も非常に

不安定で、もうこれから小麦がどがんなっと

だろうかというようなことなんかも思ったり

してるんですけれども、そういうときに国の

農業政策もなかなか自給率向上というのは見

えてこないんだけれども、県の農業政策とし

ては、農業大県熊本として、やっぱり国民の

食料を支えるぐらいのしっかりした位置づけ

で、自給率向上に貢献していくというような

目標であったり、そのための取組であった

り、そこら辺ももっと何というか、戦略的な

目標として出してもいいんじゃないかなと思

うんですけれども、これはいかがでしょう

か。 

 

○竹内農林水産部長 国の自給率の関係につ

きましては、国が政策立てる場合に、農業、

農村の基本計画というのをまず立てます。そ

の大前提として、食料自給率を分析した上

で、どこにどういう事業を振り当てていって

それを維持するかという形をつくってます。

その流れも含めて、本県でも、農業・農村基

本計画というのを立てておりまして、その中

で施策の展開をしているところでございま



第８回 熊本県議会 農林水産常任委員会会議記録（令和４年３月11日) 

 - 20 - 

す。 

 生産額ベースでいくと、いわゆる本県の食

料自給率というのは100を超えてたんです。

（「159」と呼ぶ者あり)はい。ということで

非常に高うございます。ただ、カロリーベー

スで行ってない部分ございますけれども、ま

さに、知事のほうも申してますように、食料

の安全保障を担うというのが本県の役割、そ

こに関しては、かなり私ども最近非常に意識

して、我々のこの農業、先ほど中山間のお話

もございましたけれども、地域を支え、そし

て国全体の食料安全保障も支えるという、そ

ういう気概を持って取り組んでいるつもりで

はございます。 

 

○深川農林水産政策課長 食料自給率の数字

の補足をさせていただきます。 

 熊本県の食料自給率は、生産額ベースで 

159％、カロリーベースで56となっておりま

す。一方、全国のほうは、生産額ベースで、

熊本県が159に対して66、カロリーベース

が、熊本県56に対して38と、いずれも熊本県

は大きく上回っているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○山本伸裕委員 ぜひ、そういう水準を維持

して、農家の方たち、従事者の方たちが、先

の展望を持って経営を続けていけるようにし

ていただきたいと思います。 

 もう１つ、よろしいでしょうか。 

 米価下落の対策についてなんですけれど

も、補正では米価下落に対する緊急支援事業

というのがあったと思うんですけれども、来

年度当初ではどうなっているんでしょうか。 

 

○ 本農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 米価の対策につきましては、委員お話のと

おり、当初で予定していたものも前倒しをし

まして、２月補正で組んでございます。１つ

としましては、販売対策、全国での展開の販

促の活動等をやってございます。 

 現在、もう11月からずっと続きで２月は増

額をさせていただきましたけれども、全国の

2,200の店舗でキャンペーンを展開してござ

います。で、非常に、今先ほど「くまさんの

輝き」、残念な結果でございましたけども、

「くまさんの輝き」につきましては、非常に

食味がいいというような評価をいただいてお

りまして、追加の注文も入っているというよ

うなことで順調に進んでいるのかなというふ

うに思っているところでございます。 

 それともう１つ、生産対策としましては、

次年度以降、低コストでしっかりできるよう

な対策をしなきゃいけないというようなこと

で、１つは、そういうような低コストだった

り、そういう取組に対する助成を２月補正で

組んでございます。 

 それともう１つが、これは国の事業を活用

するんですけれども、やはり根本的な需給バ

ランスの問題がございますので、主食用米か

らの転換につきまして助成をするというよう

な事業もございます。それにつきましては、

県が支援をすると同額を国も助成をするとい

うような形になってございますので、大きく

はこの３本立てで進めてございます。年度当

初からも引き続き取組をしていきたいという

ふうに思っているところでございます。 

 

○山本伸裕委員 保管する倉庫の費用の支援

というのは、ありましたっけ。 

 

○ 本農産園芸課長 これは、国の事業のほ

うでございまして、もう前年から引き続き実

施をされているところでございます。熊本に

つきましても、ＪＡを中心にその事業は活用

してございます。1,000何百トンかが――す

みません、ちょっと数字ははっきりあれなん

ですけれども、そういった部分の保管料につ

いて、事業を申請しているというふうに聞い
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てございます。 

 

○山本伸裕委員 分かりました。 

 もう１点、いいですか。すみません。 

 今課長言われた転作の問題に関連してなん

ですけれども、水田活用の直接支払い交付金

の補助が、単価が切り下げられたというふう

に思っているんですけれども、その影響とい

うのは、県内ではどれぐらい出てくるのか、

分かりますでしょうか。 

 

○ 本農産園芸課長 これは、まず６月に、

今回の転作の希望について取りまとめをして

いるようになってございます。６月末がその

締切りとなってございますので、その結果を

見ないと、ちょっとはっきりどういうような

状況というのは言えませんので、その時点で

また御報告をさせていただければというふう

に思います。 

 

○山本伸裕委員 今転作とか減反とか進めら

れて、それに従って農家の方が協力したら補

助が下げられたというようなことになった

ら、本当たまったもんじゃないというふうに

思うんですよね。だから、そういう点では、

最初の話にも関連しますけれども、農家の方

々が経営を続けられるというか、持続可能な

そういうような支援が必要じゃないかと思い

ますので、国がそういう単価を減らしたとい

う場合、熊本の農家の人たちの影響であると

か、それを補うような支援であるとか、そう

いうものについても、ぜひ検討をお願いした

いというふうに思いますので、よろしくお願

いします。 

 

○末松直洋委員長 要望でよろしいでしょう

か。 

 

○山本伸裕委員 何かございましたらお願い

します。 

 

○ 本農産園芸課長 しっかり取り組んでま

いります 

 

○末松直洋委員長 よろしいでしょうか。 

 ほかにありませんか。 

  

○荒川知章委員 47ページ、くまもと農業の

継承支援事業で、経営継承に向けた取組に対

する助成がありますけれども、今年度の実績

というか成果というか、何件ぐらいこれがあ

ったかって分かりますでしょうか。 

 

○髙野農地・担い手支援課長 くまもと農業

の継承支援事業につきましてですが、本年度

は、継承を希望する方をリストアップし、そ

れを登録して公表するということで、ホーム

ページのほうに今10件載せております。 

 この10件の方々に対して、継承の希望とい

う声が出てきている方たちが、まず４件問合

せがございまして、うち３件につきまして、

実際にマッチングという形で合わせまして、

そのうち１件はちょっと不成立だったんです

が、あと２件につきましては、そのまままだ

継続して取り組んでいると。 

 一方で、それ以外の４件ぐらいの方は、手

は挙がってきたというのが、地元とか親類と

かが、ああそういう話もあるんだということ

で、じゃあ私たちのほうに相談してほしいな

ということで手が挙がってきておりまして、

私たちが期待した以上の別の波及効果という

ものが、これを公表していくことで出てくる

んだなというのを感じているところでござい

ます。 

 今後、アンケートを行って、250件ほど手

が挙がっているものについて、今順次調査を

しまして、公表に向けて準備を進めていると

ころでございます。 

 以上でございます。 
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○荒川知章委員 これ広報というのは、どの

ようにされてるんでしょうか。 

 

○髙野農地・担い手支援課長 広報につきま

しては、ラジオＣＭ等を秋に集中して流して

おりましたし、あと、そのほか、広報誌等へ

の掲載とかを市町村、ＪＡ等にお願いしてい

る形でございます。 

 以上です。 

 

○荒川知章委員 これは、例えば、別の地域

から移住を兼ねてこういうふうに継承したい

という事例もあるんでしょうか。 

 

○髙野農地・担い手支援課長 県外からのお

問合せということも、特に新規就農支援セン

ターというものを設けてホームページに上げ

ておりますので、就農の問合せが、昨年度 

800件を超える問合せがあっております。 

 今年度も、大体昨年度に劣らないぐらいの

ペースであってはおるんですけれども、その

新規就農の紹介の一環として、継承という案

件についても、希望される方については紹介

していくという形で行っております。 

 

○荒川知章委員 これは、専業で大規模にさ

れてないところでも、小規模で兼業でされて

るところとかでも、こういう継承というのは

あるんでしょうか。 

 

○髙野農地・担い手支援課長 継承を希望さ

れる方については、基本的に、まず認定農業

者の方たちにアンケートを行うところからス

タートしておりまして、優良な農業経営体を

なるだけそのまま引き継いでいく方たちを見

つけていきたいというのを優先して取り組ん

でいるところでございます。 

 以上です。 

 

○荒川知章委員 なかなか休閑地が多くなっ

てきて、田舎のほうではなかなか荒らされて

るところもありますので、ぜひ、広報もしっ

かりしていただいて取り組んでいただければ

と思います。ありがとうございます。 

 

○末松直洋委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○吉永和世委員 畜産課なんですけれども、

43ページ。 

 地元の養豚されている方が、飼料が足らぬ

だったと最近言われるのを耳にするんですけ

れども、やっぱりその飼料というと、海外か

ら持ってきてという、そういうイメージがあ

るんですけれども、ここに自給飼料増産総合

対策事業というのがあるんですが、要は、安

定した経営ができて、より強くなって強い経

営ができてとなると、安定、価格が余り変動

しない飼料というのを作っていくというのが

一番大事なのかなというふうにちょっと思っ

たりするんですけれども、自分で飼料を作っ

てらっしゃるという方、大体どれぐらいいら

っしゃるのかなと、ちょっとお尋ねしたいん

ですけれども。 

 

○上村畜産課長 畜産課でございます。 

 大家畜、肉用牛と酪農につきましては、ほ

とんどの方が自給飼料を作ってらっしゃいま

す。養豚とか養鶏の場合は、粗飼料が要りま

せんので、例えば農耕飼料のうちのトウモロ

コシの実だけとかを取る方は物すごい少ない

です。 

 自給率の向上といいますと、どうしても、

その大家畜のほうに対して、自分で生産され

る方の振興を図っていく、自給率を上げる、

また、輸入が止まったりとか価格変動に対し

て対応できるような経営をしていただくとい

う方向に進めておるところです。 

 あと、養豚等は、今後、飼料用米とか子実

用トウモロコシ、その辺の推進も今図ってい
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るところです。 

 以上です。 

 

○吉永和世委員 私が聞いたのは、養豚業者

の方なので、もうまさしくその外国から来た

飼料という形なんでしょうけれども、それを

自前で準備するというのはなかなか難しいこ

となんですかね。ちょっと分からないので、

教えてほしいんですけれども。 

 

○上村畜産課長 畜産課でございます。 

 養豚の場合は、経営スタートの段階でも余

り土地を持ってらっしゃらない方も多くござ

います。その中で進めにくいところもありま

すので、耕種農家と連携して、堆肥の供給

と、耕種農家が作られた飼養用米であります

とか、そういうのをうまく連携しながらやっ

ていくという方向性が一つあって、実際やら

れている方もいらっしゃいます。 

 以上です。 

 

○吉永和世委員 いいやり方があったりとか

する場合には、ぜひそういった指導をしてい

ただいて、より安心した畜産というか、それ

に取り組める環境、国際情勢によって何かこ

うあまり関係なく畜産業ができるような、そ

ういった体制をぜひつくっていただければな

というふうにお願いしたいと思います。 

 

○末松直洋委員長 要望でよろしいでしょう

か。 

 

○吉永和世委員 はい。 

 

○末松直洋委員長 ほかになければ、以上で

前半グループの質疑を終了します。 

 それでは、説明員の入替えを行いますの

で、約５分間休憩いたします。再開は40分か

らとします。 

  午前11時32分休憩 

――――――――――――――― 

  午前11時36分開議 

○末松直洋委員長 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 後半グループ各課の付託議案について、担

当課長から資料に従い順次説明を行います。 

 なお、委員会はインターネット中継が行わ

れておりますので、委員並びに執行部におか

れましては、発言内容が聞き取りやすいよう

に、マイクに向かって明瞭に発言いただきま

すようお願いします。 

 執行部からの説明及び質疑応答は、効率よ

く進めるために、着座のまま簡潔にお願いし

ます。 

 

○加藤団体支援課長 団体支援課でございま

す。 

 説明資料６ページをお願いします。 

 最下段の農業近代化資金等助成費は、１の

農業経営の近代化に必要な施設整備等と２の

営農負債を借り換えるための資金に対する利

子補給です。 

 ７ページをお願いします。 

 上段は、ただいまの２つの資金の利子補給

につきまして、償還期間中の債務負担行為の

設定をお願いするものです。 

 ８ページ、上段の畜産特別資金助成費は、

家畜農家の経営改善のための借換え資金等に

係る利子補給費助成です。 

 ２段目の認定農業者等育成資金助成費は、

２の認定農業者に低利の運転資金を融資する

ための貸付原資について預託するものです。 

 ９ページをお願いします。 

 ３及び４につきましては、被災された農業

者の経営に支障を来さないよう、令和４年度

も、引き続き金融支援策を実施するもので

す。林業及び漁業も同様に実施します。 

 11ページをお願いします。 

 下段の林業金融対策費の(1)から下の(6)ま

でについては、森林組合、椎茸農協や樹芸農
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協等の多様な資金需要に対応するための貸付

原資について預託するものです。 

 13ページをお願いします。 

 下段の水産業協同組合指導費について、３

の赤潮特約掛金補助と５の漁業共済加入促進

支援事業は、漁業共済の加入促進のために共

済掛金の一部を助成するものです。 

 14ページ、１段目の７は、新規事業で、監

査の専門家である公認会計士を任用し、漁協

に対する検査、指導体制の強化のための経費

となります。 

 ２段目の漁業近代化資金融通対策費は、漁

船リースなど漁業経営の近代化を図るための

資金に係る利子補給を行うもので、併せて償

還期間中の債務負担行為の設定をお願いする

ものです。 

 15ページをお願いします。 

 金融対策費について、２の漁業振興貸付金

は、県海水養殖漁協及び県漁連に対し、事業

運営に必要な資金を融資するための貸付原資

について預託するものです。 

 ３の漁業経営維持安定対策事業費は、中小

漁業者の経営改善のための借換え資金に係る

利子補給であり、16ページ中段は、償還期間

に係る債務負担行為の設定をお願いするもの

です。 

 18ページをお願いします。 

 林業改善資金特別会計です。 

 ３段目の林業・木材産業改善資金貸付金

は、林業者及び木材事業者の経営改善等を支

援するために貸し付ける無利子の資金です。 

 最下段の木材産業等高度化推進資金貸付金

は、１の林業関係団体等の経営の合理化等の

ために必要な運転資金を低利で融資するため

の貸付原資を預託するものです。 

 ２は、木材産業等高度化推進資金の貸付原

資について、県は、その２分の１を農林漁業

信用基金から借り入れており、借入期間満了

により返済するものです。 

 20ページをお願いします。 

 沿岸漁業改善資金特別会計です。 

 ２段目の沿岸漁業改善資金貸付金は、近代

的な漁業技術の導入等に必要な資金を無利子

で貸し付けるものです。 

 以上により、令和４年度当初予算における

制度資金全体の融資枠は、令和３年度比で約

３億円増となる約233億円余となっておりま

す。 

 団体支援課は以上です。 

 

○中島流通アグリビジネス課長 流通アグリ

ビジネス課でございます。 

 21ページをお願いします。 

 上から４段目、農産物流通総合対策費の説

明欄２、地域未来モデル事業につきまして

は、農林水産分野における企業等の先進的な

設備投資に対する助成でございます。 

 令和３年度は、ハード事業３件、ソフト事

業２件の約２億5,000万円を助成いたしまし

たが、令和４年度も同程度の助成を予定して

おります。 

 下のページをお願いします。 

 一番上の段の説明欄３、６次産業化総合支

援強化事業は、６次産業化に取り組む事業者

の商品開発、販売促進等に要する経費を助成

するもので、加工、販売施設等のハード整備

に対する支援などを実施してまいります。 

 ４、農産物等セールス強化事業は、県産農

林水産物の販売促進に要する経費ですが、新

たにＧＩ登録産品などの特徴ある農林水産物

を、くまもと大使になっていただいておりま

す料理人のネットワークを活用して、首都圏

の百貨店等へＰＲしてまいります。 

 23ページをお願いします。 

 一番上の段、ブランド確立・販路対策費の

説明欄１、くまもと地産地消革新プロジェク

ト事業は、新規事業でございます。県民の皆

さんが地産地消に関心を持ち、県産農林水産

物をより多く購入していただくため、ＳＮＳ

を活用した情報発信の強化や県民参加型のイ
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ベント等の開催など、くまもと地産地消推進

県民条例の理念に沿って、地産地消の取組を

推進するものでございます。 

 次に、下から２段目の新しい農業の担い手

育成費の説明欄、企業の農業参入トータルサ

ポート事業につきましては、他産業から農業

参入する企業の誘致と定着に向けた総合的な

支援に要する経費ですが、令和２年７月豪雨

で被災した地域への農業参入企業に対しまし

ては、引き続き球磨川流域復興枠を設けまし

て、補助率を３分の１から２分の１に引き上

げることとしております。 

 流通アグリビジネス課は以上です。 

 

○笹木森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 資料の70ページをお願いいたします。 

 ３段目の林政諸費の説明欄２の森林経営管

理制度運用支援事業につきましては、令和元

年度にスタートしました森林経営管理制度に

ついて、その運用主体である市町村を支援す

るためのサポートセンターの運営に係る事業

でございます。 

 また、３の林業イノベーション現場実装推

進事業は、例えば林業現場におけるドローン

の活用など、現場での作業の省力化等につな

がる新技術について、その効果の検証、導入

への助成を行う事業でございます。 

 新規事業である４の持続的な森林管理のた

めの施業情報等整備事業は、市町村での森林

経営管理制度の運用に当たり、必要となるそ

れぞれの森林での過去の伐採等の履歴情報を

市町村へ提供するために、森林クラウドシス

テムへ情報として登録するものでございま

す。 

 71ページをお願いします。 

 最下段の水とみどりの森づくり事業費の説

明欄１の防災・減災・景観保全森林整備事業

につきましては、森林所有者における管理が

困難な人工林の強度間伐や作業道の整備への

助成を行うものでございます。 

 ２の次世代につなぐ森づくり事業は、伐採

跡地の確実な造林のため、植栽や広葉樹への

転換、造林後の保育について助成を行い、森

林所有者の負担軽減を図るものでございま

す。 

 下の３の森林吸収量クレジット化推進事業

は、新規事業でございますが、国の温暖化対

策の促進のための森林吸収量の認証制度を利

用しまして、森林吸収量のクレジット化を促

進するため、制度の周知や認証申請手続のサ

ポートを行うコーディネーターを配置するも

のでございます。 

 ４の新規事業でありますエリートツリー苗

木生産拡大事業につきましては、成長に優れ

るエリートツリーの普及について、苗木生産

事業者の採穂園の整備に対し助成等をするほ

か、ヒノキについては、近年苗木需要が低迷

しており、事業者による採種園の整備が期待

できないことから、新たに県でのエリートツ

リーの採種園の造成を進めるものでございま

す。 

 ５の新規事業であります伐採届出制度運用

推進事業につきましては、適正な伐採の推進

のため、森林法に基づく伐採届出制度につい

て、森林所有者等への周知や、これを運用す

る市町村への現地研修を行うものでございま

す。 

 また、６の新規事業でありますシカ被害造

林地機能回復支援事業につきましては、鹿被

害が発生した造林地における補植や鹿被害防

止施設の復旧に対する助成でございます。 

 ８の新規事業であります災害に強い森林づ

くり先導推進事業につきましては、近年異常

気象による山地災害の発生が頻発化、激甚化

する中、林業と県土保全の両立化を図るた

め、森林施業に当たっての土砂災害のおそれ

がある箇所の予測に必要な情報の提供や林業

事業体での林地保全の配慮への取組について

助成を行うものでございます。 
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 73ページをお願いします。 

 ５段目の林業公社貸付金の説明欄、林業公

社事業につきましては、熊本県森林整備資金

貸付条例に基づく林業公社への貸付け等を行

うものでございます。 

 下の最下段の流域総合間伐対策事業費の説

明欄、間伐等森林整備促進対策事業につきま

しては、用途別の木材需要に的確に対応する

ための間伐材の伐倒、搬出や路網整備に対す

る助成を行うものでございます。 

 75ページをお願いします。 

 ２段目、造林事業費の説明欄１の森林環境

保全整備事業につきましては、森林整備の基

本となる国庫補助事業であり、植栽、下刈

り、間伐など、一連の造林事業に対して助成

を行うものです。 

 下のページをお願いします。 

 最下段、試験調査指導費につきましては、

説明欄に記載のとおり、林業研究・研修セン

ターの試験研究などに要する経費となってご

ざいます。 

 77ページをお願いします。 

 ３段目の県有林費についてですが、下の１

段目の県有林造成事業費の説明欄のように、

県有林での森林整備など、県有林の整備や管

理に要する所要の経費を計上するものでござ

います。 

 森林整備課の説明は以上でございます。 

 

○山下林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 79ページをお願いします。 

 ４段目の国庫支出金返納金は、説明欄のと

おり、森林整備促進及び林業等再生基金事業

国庫返納金で、これまでに当該事業で資金融

通した事業主体からの償還金等を国庫に返納

するものでございます。 

 最下段の林業労働力対策事業費は、林業担

い手の確保、育成を図るものですが、説明欄

１の次世代林業・担い手強化支援事業は、ド

ローン等の新技術を活用し、林業イノベーシ

ョンを進めるため、林業事業体へ助成を行う

新規事業です。 

 80ページの２、林業・異業種連携機械導入

支援事業及び３、林業・異業種連携促進対策

事業は、建設業等の異業種と林業の連携を推

進することで、林業における多様な担い手の

確保につなげる事業です。 

 ５のくまもと林業大学校人財づくり事業

は、林業就業希望者に対し、林業に必要な技

術と現場力を習得させるための長期課程や既

に林業に就業している者に対し、さらなる技

術力向上を図る短期課程など、くまもと林業

大学校の運営に要する経費です。 

 81ページをお願いします。 

 ２段目の木材産業振興対策費は、説明欄の

とおり、木質バイオマス燃料の安定供給を行

うため、木質ペレット製造業者等に対する助

成です。 

 ３段目の県産木材需要拡大対策費は、あら

ゆる場面で県産木材の需要拡大を図る予算で

すが、説明欄１のくまもとの木の家づくり推

進事業は、産地や構法にこだわった家づくり

を行う地域住宅生産者グループ等に対し、産

地見学会などの各種取組への助成を行うもの

です。 

 82ページの３のくまもとの木を活かす木造

住宅等推進事業は、県内で木造住宅等を建築

する工務店等に対し、県産木材の柱や板を提

供する事業です。 

 ４のくまもと間伐材利活用推進事業は、間

伐材の利用拡大を図るため、流通経費の一部

を市町村を通して助成する事業でございま

す。 

 83ページをお願いします。 

 １段目の木材需給安定対策費ですが、説明

欄のくまもと県産木材ＳＣＭ構築対策事業

は、今後需要が見込まれる中大規模木造建築

物等に対する新たな流通体制の確立に向け、

システムの導入や実証に対し助成を行うもの
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です。 

 最下段、林業・木材産業振興施設等整備事

業費については、説明欄、林業・木材産業振

興施設等整備事業で、製材所など木材加工流

通施設等の整備に対し、国庫補助を活用して

助成を行うものです。 

 84ページ、１段目の林道費は、森林整備や

林業生産性の向上、山村地域の生活環境の改

善等を図るための林道整備に関する予算で

す。 

 ２段目の林道事業費から85ページ、２段目

の単県林道事業費まで、それぞれの説明欄の

とおり、県営による林道開設や市町村営林道

の開設、改良等を行うものです。 

 85ページ、４段目の過年林道災害復旧費

は、一昨年の７月豪雨や昨年の８月豪雨な

ど、過年に発生した災害により被災した林道

の復旧を行う市町村へ助成を行うものです。 

 林業振興課は以上です。 

 

○中尾森林保全課長 森林保全課でございま

す。 

 86ページをお願いします。 

 ３段目、林政諸費です。 

 説明欄２の森林サービス産業創出支援事業

は、７月豪雨災害からの復興を図るため、森

林空間を活用して、観光、レジャー、健康な

どの分野で新たなビジネス創出を支援するも

ので、人吉・球磨地域をモデル地区としてプ

ラン作成を行う地域協議会に対する助成で

す。 

 87ページをお願いします。 

 １段目、水とみどりの森づくり事業費で

す。 

 説明欄１の県民の未来につなぐ森づくり事

業は、県民参加の森づくり活動や森林公園の

整備、森林環境教育等を実施するＮＰＯ法人

等に対する助成です。 

 ２のシカによる森林被害調査・地域対策支

援事業は、県が実施する鹿被害調査に要する

経費のほか、効率的な鹿捕獲手法の検討など

の被害対策を実施する地域協議会に対する助

成です。 

 88ページの２段目、治山事業費です。 

 説明欄１の治山事業は、山地災害箇所の復

旧及び予防工事で、施工箇所は県内一円でご

ざいます。 

 ２の治山激甚災害対策特別緊急事業は、令

和２年７月豪雨により発生した山地災害で、

緊急かつ集中的に実施が必要な治山事業で、

被害の大きかった県南地域を中心に実施しま

す。 

 ３の山地災害未然防止対策事業は、新規事

業で、山林内の危険箇所の調査、点検をコン

サル等に委託して実施するものや山地防災の

講習会など、県民の防災意識向上に役立てる

経費で、事前防災としてソフト対策の充実強

化を図るものです。 

 ４の山地防災情報共有システム構築事業も

新規事業で、これまで紙で管理してきた治山

台帳や林地開発許可地の情報をデータベース

化するもので、災害調査や業務の効率化を図

っていくものです。 

 89ページをお願いします。 

 １段目、緊急治山事業費です。 

 説明欄１は、山地災害箇所を緊急に実施す

る復旧事業に要する経費で、令和４年発生の

山地災害に備え、待ち受け予算でお願いする

ものです。 

 ２の７月豪雨に係る緊急治山事業で、令和

２年度の明許繰越費のうち、３年度に契約で

きなかった箇所の予算を新たに付け替えるも

のです。前半グループで農林水産政策課長か

ら説明のあった森林保全課の予算が大きく増

えたというのは、この事業によるものです。 

 91ページをお願いします。 

 １段目の保安林整備事業費は、保安林の水

源涵養機能や土砂流出防止機能などを維持強

化するため、下刈りや本数調整伐、流木対策

等の森林整備を実施するものです。 
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 下の92ページの２段目の過年治山災害復旧

費は、令和２年７月豪雨により被災した治山

施設の復旧事業に要する経費です。 

 ３段目の現年治山災害復旧費は、令和４年

度に治山施設の被災に備えて待ち受けで予算

をお願いするものです。 

 森林保全課は以上です。 

 

○堀田水産振興課長 94ページをお願いしま

す。 

 浅海増養殖振興事業費の説明欄１、スマー

ト養殖業普及拡大事業は、魚類養殖における

労働負担の軽減や収益性の向上のため、ＩＣ

Ｔを活用した自動給餌システムやセンシング

機器の技術開発を行う取組に対して助成を行

うものです。 

 ２の「クマモト・オイスター」生産・ブラ

ンド化推進事業は、クマモト・オイスターの

種苗生産技術や養殖技術を向上させ、新たな

産業として育成を図り、本県を代表する熊本

ブランドとして確立を図るため、市場調査、

生産協議会等の運営についても経費を見てい

くものです。 

 96ページをお願いします。 

 上段、水産業改良普及事業費の説明欄の

３、未来の漁村を支える人づくり事業は、新

たに漁業就業を希望する方々が円滑に就業定

着できるよう支援するほか、漁業者のさらな

るスキルアップを図る研修体制を整備し、未

来の漁村を支える人づくりを推進するもので

す。また、高齢化等の理由で廃業する漁業の

魚家の経営継承を推進する仕組みづくりにつ

いても支援するものです。 

 97ページをお願いします。 

 １段目、水産資源保護育成事業費の１、有

明海・八代海再生事業は、有明海、八代海に

おける魚介類の生息環境調査や増養殖技術開

発を通じて、漁業の再生と生息環境の改善を

図るものです。 

 ２のさかなを守り育む豊かな海づくり事業

は、沿岸市町や漁協と協力をしながら、マダ

イやヒラメ、クルマエビなど、漁業者のニー

ズを踏まえた効果的な種苗生産や共同放流に

対する助成と併せ、資源管理取組に要する経

費を計上したものです。 

 98ページをお願いします。 

 ２段目、漁業調整費の熊本県漁獲情報デジ

タル化推進事業は、漁業法の改正によって義

務化された漁獲報告について、漁業者や漁協

の負担を軽減するためのシステムを構築する

ためのものです。このシステムで収集した貴

重な情報につきましては、水産資源の保護や

漁場の適切な管理に活用するため、データの

見える化を併せて図るものでございます。 

 99ページをお願いします。 

 最下段の漁業取締費につきましては、２の

漁業取締船代船建造事業は、現在漁業取締り

を行っている漁業取締り船「ひご」及び「あ

まくさ」の２隻が、船体及び主機関等の老朽

化によりエンジンの速力が低下するなど、悪

質巧妙化、組織化した違反への対応が難しい

状況になっていることから、後継船として、 

110トンの高速船１隻を建造するものです。 

 また、100ページの２段目、漁業取締船

「ひご」・「あまくさ」代船建造事業で、債務

負担行為の設定をお願いしております。 

 これは、後継船の建造を令和４年に開始

し、令和５年度中の竣工を目指しており、複

数年度にわたる事業となることから、債務負

担行為の設定をお願いするものです。 

 次に、最下段の水産研究センター費につき

ましては、２のブリ親魚養成・採卵技術開発

試験と、次ページ、101ページになりますけ

れども、上段、３のブリ人工種苗量産技術開

発試験は、より養殖に必要な種苗を確保する

ため、ブリ親魚養成技術と採卵技術、人工種

苗の量産技術を確立し、人工種苗の供給体制

の構築を目指し、本県のブリ養殖業の振興を

図るものです。 

 水産振興課からは以上です。 
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○植野漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 103ページをお願いします。 

 ４段目の水産環境整備事業費は、生産力が

低下している漁場において、生産力の回復を

図り、水産資源を増加させるために、覆砂等

による底質改善や藻場の造成等を実施するた

めの経費です。 

 ６段目の漁港関係海岸保全事業費の説明欄

の１は、県管理の漁港海岸の堤防、護岸等の

整備に要する経費です。 

 104ページの説明欄の２は、同じ事業の市

町に対する助成です。 

 ３の災害関連大規模漂着流木等処理対策事

業費は、災害により海岸に漂着した流木等の

処理に要する経費です。 

 ２段目の単県漁港改良事業費のうち、説明

欄の１は、漁港、漁場及び海岸施設の小規模

な整備に要する経費で、２は小規模な補修に

要する経費です。 

 105ページをお願いします。 

 説明欄の３、水産基盤整備交付金は、物揚

げ場や護岸などの水産基盤の整備や食害生物

の駆除や被覆網の設置、海底耕うん等の漁場

の保全、回復に資する事業を実施する市町等

に対する交付金です。 

 ２段目の漁港管理費は、漁港及び漁港海岸

の日常の維持管理に要する経費や牛深漁港の

浄化施設の維持管理、運営に要する経費など

です。 

 106ページの１段目、漁港施設機能強化事

業費は、防波堤や岸壁等のかさ上げや耐震化

など、漁港施設の機能強化に要する経費で

す。 

 ２段目の漁村再生整備事業費は、漁村の再

生を支援するための物揚げ場などの生産基盤

や集落道などの生活環境の整備に要する経費

です。 

 ３段目の漁港関係港整備事業費の説明欄の

１の水産物供給基盤機能保全事業費は、防波

堤や護岸の保守、泊地のしゅんせつなど、施

設の長寿命化対策に要する経費です。 

 牛深ハイヤ大橋もこの事業ですので、別添

の資料で御説明いたします。 

別添の資料をお願いいたします。別添の資

料で、表題が、牛深ハイヤ大橋損傷への対応

状況と今後の予定についてという資料です。 

 この１ページをお願いします。 

 左側の枠の牛深ハイヤ大橋の概要ですけれ

ども、水産物の流通促進を目的に建設をし

て、平成９年度に供用しております。総事業

費122億円、橋長883メーター、左下の航空写

真のように曲線の橋梁で、牛深漁港の漁港施

設でございます。この支承の一部を損傷し

て、昨年８月27日に全面通行止めにしまし

た。損傷は、左下の写真の中の赤の丸印の３

か所と黄色の丸印の軽微な損傷５か所の計８

か所です。昨年９月の定例会で応急対策に係

る補正予算を認めていただきまして、応急対

策工事を行い、12月24日に通行を再開いたし

ました。また、損傷の原因究明及び恒久対策

を検討するために、橋梁の専門家による技術

検討委員会を設置しまして、11月２日に第１

回委員会を開催して意見を伺い、調査、検討

を進めているところでございます。 

 ２ページは、応急工事の概要でございま

す。 

 上のアンダーラインを引いていますが、損

傷した３か所につきましては、右下に３枚写

真がありますが、支承の内部にある破断した

ローラーや支圧板を取り出して、そこに鉄板

とテフロン板を入れて交換をしまして鉛直支

持力を回復して、次に、支承の両側にコンク

リートブロックを設置しまして、地震や風な

どによる横方向の力を抑制し、さらに、地震

等による落橋防止のために、支承の前後に段

差防止施設を設置しております。 

 軽微な損傷箇所については、黄色のアンダ

ーラインを引いてますが、段差防止施設の設
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置のみを行っております。ここで９か所と書

いていますが、これにつきましては、左下の

写真のように、支承は１つの下部工の上に２

か所あります。この片方のみが損傷していて

も、反対側の左右両方とも段差防止施設を設

置いたしております。 

 具体的には、１ページの左下の航空写真で

御覧いただきますと、左から順番に行くと、

損傷の８が黄色丸がありますが、その横の損

傷していない緑色の支承にも設置をしていま

す。同様に、損傷の⑤、損傷④、③の横の緑

の支承にも設置をしておりますので、この４

か所も含めて９か所になります。この９か所

と３か所の合計で12か所で対策を実施してお

ります。 

 ３ページをお願いします。 

 現在、技術検討委員会で専門家から御意見

を伺いながら、損傷の原因究明と恒久対策検

討に向けた調査を進めているところです。損

傷の原因については、ここに書いています①

から③の３つの観点から調査を進めておりま

す。 

 ①は、工事の施工に関してですが、施工さ

れた橋梁の現在の形状等を測量いたしまし

て、工事が設計どおり正確に施工されている

かなどを確認いたします。現在、現地の測量

は完了しておりまして、その結果を設計値と

比較して、差異等の確認を行っているところ

です。 

 ②の材料に関しましては、損傷した部材を

取り出しまして、損傷した箇所の表面や内部

の観察、強度の試験、成分分析等を行い、材

料の品質を確認しているところでございま

す。 

 ③の設計に関しましては、桁や支承の移動

量と温度や支承にかかる荷重等の計測を行う

とともに、当初設計内容、構造計算等の照査

を行っているところです。 

 そして、④の恒久対策の検討につきまして

は、この今の各調査の結果を踏まえまして、

３次元モデルを作成して、橋梁の実挙動や応

力等を再現、解析することによって、損傷原

因の特定及び恒久対策工法を選定することと

しております。 

 ４ページは、恒久対策に向けた予算でござ

います。 

 左の１は、恒久対策工事等を行うための調

査、検討及び工事に要する経費で、現時点の

想定事業費５億8,600万のうち、先議で御承

認いただいた２月補正分の２億6,800万円、

そして４年度当初予算が、応急対策工事で設

置している仮設資材等の賃料及び恒久対策工

事に要する経費で３億1,800万でございま

す。 

 右側の２は、耐震対策の検討でございま

す。 

 近年頻発する大規模地震への対応として、

現在の技術基準に基づいて、ハイヤ大橋の耐

震性能の照査をしまして、耐震補強対策の検

討を行うための経費で、1,700万でございま

す。 

 なお、検討の結果、耐震対策の工事が必要

となった場合には、工事に手戻りが生じない

よう、恒久対策と耐震対策を併せて設計し、

実施することといたします。 

 ５ページをお願いします。 

 今後のスケジュールです。 

 12月の下旬から通行を再開しておりまし

て、恒久対策はできるだけ車を通しながら進

めていきたいと考えております。11月の第１

回技術検討委員会で、調査内容、方針につい

て意見をいただいて、現在順次調査を進めて

いるところです。 

 検討委員会の第２回以降を、ここに３つの

段階に分けて示していますが、次は、工事の

施工及び材料に関する調査の結果の確認と構

造解析の手法について、その次は、その構造

解析の結果、それと当初設計に関する調査結

果の確認及び恒久対策の方針について、その

次が、恒久対策工法及び対策完了後の維持管
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理方法についてというように、段階ごとに御

意見、助言をいただいて進めてまいりまし

て、これを踏まえて、恒久対策工の設計を行

い、工事に着手するという手順で進めてまい

ります。 

 恒久対策工事の実施に向けて、多くの調査

をいたしております。また、工法の検討も慎

重に行ってまいりますので、現時点で明確に

何月頃という着手時期はお示しできません

が、できるだけ早く工事に着手できるよう、

しっかりと検討を進めてまいります。 

 以上でハイヤ大橋に関する御説明は終わり

まして、説明資料にお戻りいただきまして、

106ページをお願いします。 

 106ページ、３段目の説明欄の２の水産基

盤整備調査事業費は、水産基盤整備事業の計

画的、効率的かつ円滑な実施のための調査を

行う市町に対する助成です。これは、有明海

における漁港のしゅんせつ土砂の受入れ地を

県と熊本市、玉名市、宇土市が共同で宇土市

管理の住吉漁港に整備することとし、令和４

年度は、環境調査を予定しておりまして、事

業主体となる住吉漁港管理者の宇土市への国

の補助金の間接補助でございます。 

 土砂受入れ地整備費用のうち、国の補助を

除いた地方負担分につきましては、そこに投

入する土砂の量に応じまして、県と３つの市

が負担することとしておりまして、ここの３

の漁港漁場整備事業負担金は、その県の負担

金です。 

 107ページをお願いします。 

 １段目の水産生産基盤整備事業費について

は、説明欄１が県管理漁港について、２が市

町村管理漁港における漁場、藻場、干潟、養

殖場の整備や防波堤や物揚げ場などの漁港施

設の整備に要する経費です。 

 ２段目の漁港機能増進事業費は、安全性や

利便性など就労環境の改善や漁港機能の増進

のために要する経費です。 

 ３段目の海岸漂着物等地域対策推進事業費

は、海域に流入する流木等の回収、処分に要

する経費です。 

 最後、108ページの現年漁港災害復旧費

は、災害が発生した場合に備えた待ち受け予

算です。 

 漁港漁場整備課は以上です。 

 

○末松直洋委員長 以上で後半グループの説

明が終わりましたので、質疑を受けたいと思

います。 

 質疑は、該当する資料のページ番号、担当

課と事業名を述べてからお願いします。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のまま説明をしてください。 

 それでは、質疑はございませんか。 

 

○前川收委員 96ページ、水産振興課、お願

いします。 

 水産業改良普及事業費の中の３番ですね。

未来の漁村を支える人づくり事業ということ

で、1,700万予算が組んでありますが、これ

は、農業後継者とか林業後継者とかという話

はよく聞きますけれども、水産業の後継者を

確保していくための事業ということだという

ふうに先ほどの説明では受け取ったんです

が、具体的にはどういうことをなさってらっ

しゃるのか。例えば水産高校というのもある

んですね、県内には。そういうところに対す

る助成なのか、ちょっと具体的に教えてもら

えればと思います。 

 

○堀田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 お尋ねの未来の漁村を支える人づくり事業

の中での新規就業者確保に対する事業につき

ましては、新規就業者を確保するため、就業

前、就業中、就業後のそれぞれの段階に応じ

たメニューを用意し、きめ細かい支援を行っ

ております。 

 具体的には、熊本県漁業就業支援協議会を
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設置しまして、漁業就業フェア等への出展、

体験漁業の開催などの支援、また、就業希望

者と指導者、漁村環境等、マッチングの支

援、また、水産研究センターに漁業学校を開

設しまして、国の研修制度を活用し、就業前

の研修を実施するなどしております。さら

に、リースによる漁船、漁具等の整備を支援

するため、漁協等への支援を行っておりま

す。さらに、独立後に研修を実施し、就業者

のフォローアップを行っておりますが、これ

は、新たな技術の積上げ等に対する支援でご

ざいます。 

 また、漁業継承の取組としまして、来年度

から、例えばノリ等で、大変、機械等を持ち

ながら経営が困難になったような事業者から

その施設等を継承して、別の方が事業を立ち

上げるための、まずはそういった情報の収集

等を行っていくと、情報収集を行った上で、

そういった方々とマッチングを図っていくと

いうような事業に取り組もうということで考

えております。 

 水産振興課は以上でございます。 

 

○前川收委員 ぜひ未来を支えていただく人

づくり、漁業者をつくるということには頑張

ってもらいたいと思いますが、ちょっと疑問

があるのは、農業は農地を取得することが最

終目標で、それは段階的にやっていくんです

けれども、漁業の場合は、組合員になって、

組合員にならないと漁業権との絡みが出てき

て、誰でもすぐに入っていけるという環境で

はないのじゃないかなというふうに思ってお

りますけれども、その辺はどうなんですか。 

 

○堀田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 確かに漁業権というのがございまして、漁

業権については、各漁協さん、沿海であれ

ば、37漁協に対して漁業権の共同漁業権とい

うものを免許しております。また、それとは

別に、養殖に対しての区画漁業権といったも

のを免許して、漁協で管理していただくとい

うようなことを行っております。 

 そういう中で、当然、漁業権の更新につき

ましては、漁業権で漁業を営まれる方々につ

いては、組合員として加入をしていただく必

要もありますし、それとはまた、漁業権とは

別に、県で許可を行っている許可漁業という

のがございます。これは、一般的に、刺し網

であったりとか、まき網であったりとか、そ

ういう漁獲圧がある程度高いもの、そういっ

たものについては、県のほうで許可という形

でしておりますが、それにつきましても、漁

協との調整、そういったものも他の漁業者と

の調整といったものが出てきますので、ある

程度、そこはやはり漁協さんに担っていただ

くという形を今取っておりますので、基本的

には、やはり漁協さんのほうに加入いただく

ような形で、その方々に支援していくという

ような形で、今は対応しておるところでござ

います。 

 

○前川收委員 漁業といえば、漁港があっ

て、その漁港に船を置いてあって、その船に

乗って海に出ていくという前提から見れば、

その地域に根差した人じゃないとなかなか新

規参入は難しいなということを感じておりま

した。 

 例えば、私は菊池市に住んでおりますが、

私みたいな菊池の人間が、職業として、例え

ば漁業をしたいというときに、通いながら―

―誰でもみんな家から通って仕事をしてるわ

けですから、それはそれで行って、行こうと

思って漁業者になろうとすればできるんです

か。 

 

○堀田水産振興課長 冒頭にお尋ねあった漁

業権につきましては、関係地区というのを定

めます。おっしゃったように、その漁業権に

主に関係するその漁村、必ずしも市町村区域
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にはこだわらないところありますが、その漁

業権に応じて、そこで漁業を営める環境の方

という形なので、基本的に、それと全く違う

ところの地域の方というのは、そこに参入す

るということであれば、若干難しいところは

あるかと思います。 

 基本的には、その地区で漁業を営まれると

いうことであれば、漁港を利用し、漁協と組

合員としてしっかり地元で漁業に携わってい

ただく、当然、漁業については、いろいろ様

々な方が利用されますので、その地元のルー

ル、それと県で許可するときのルール等も十

分知っていただく必要があるというふうには

考えています。 

 

○山田水産局長 すみません、補足をさせて

いただければと思います。 

 やはり漁村というのは、皆さんがお考えの

とおり、閉鎖的なところも多少あろうかと思

います。ただ、逆に、やはり漁村でも漁業者

の数が減っていて、何とかやっぱり地域を振

興していきたいと思われている方も当然いら

っしゃいます。 

 ですから、私どもは、そういう漁協さんと

新しく漁業に就業したいという方々の仲介役

をできればというふうに考えておりまして、

先ほど水産振興課長が申し述べたような事業

に取り組んでいるところでございますが、実

際、令和２年度の状況を見ますと、30人の方

が新しく新規就業されておりますけれども、

いわゆる親元就業というのが15名、それ以外

が15名ということで、普通何か親元だけかな

と思われるかもしれませんが、そういう部分

は少しでも開拓できるように現在進めている

ところでございます。 

 

○前川收委員 分かりました。非常に閉鎖的

な感じの中で、親元以外にはできないのかな

というのが、一般的なイメージとしてあるの

で、今局長のお話を聞けば分かりました。そ

の親元以外でいけば、定着していく覚悟を持

っていこうと思えば、その漁村以外の方であ

っても、地域以外の方であっても、そこに入

っていけるということだというふうに受け止

めております。いろんな予算を使って漁業振

興をしっかりやっていこうということで頑張

っているわけであります。有明海を宝の海に

戻そうということで皆さんも頑張っていらっ

しゃいます。 

 ただ、漁業者がもうじり貧でだんだんだん

だんいなくなるということが根幹的な課題、

これはさっきの農業の話も同じだと思います

が、やっぱり問題になるというふうに思って

ますので、ぜひ、漁業種とはいえ、いろんな

門戸を開いて、やりたい意欲を持って、親か

ら押しつけられたじゃなくて自分がやりたい

というふうに思っていく人たちには、参入で

きるようなチャンスを、ぜひ、こういう予算

もつくって使ってやってもらえればと思いま

す。 

 以上です。答弁は要りません。 

 

○末松直洋委員長 ほかにありませんか。 

 

○磯田毅委員 72ページですけれども、７番

目の自伐林家等育成対策事業というのがあり

ますけれども、一昨年の７月豪雨のときに起

きた土砂災害の原因箇所というのは、180か

所以上が林道とか皆伐地とかなんかでと新聞

に載ってましたけれども、そういった、その

皆伐型の林業に対して、家族で経営できる自

伐型林業というのは、私は大きなポイントだ

と思っています。ですから、こういった、ま

ず教育ですね。自伐林家の育成に関するこの

経費というのは、900万用意してありますけ

れども、これは、何人ぐらい対象で、どれぐ

らいの期間が、どこで行われるんでしょう

か。 

 

○笹木森林整備課長 森林整備課でございま
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す。 

 自伐林家の関係での御質問でございますけ

れども、この自伐林家の育成の対策の事業で

ございますが、これ概要を申しますと、自伐

林家について、新規に自伐林家になられよう

というような方たちがやろうとするときに、

安全対策だとかそういうところについて、不

十分な場合もあるものですから、そういうと

ころでまず研修を行ってございます。 

 それと自伐林家の方たちが、林業研究グル

ープを例えばつくられたみたいで、県内に45

0名ぐらい林業研究グループございますけれ

ども、そういうところで研修を開こうだとか

いうときに、そこに今８万円ほどの助成をし

てございます。そういったような事業を展開

しているところでございます。 

 

○磯田毅委員 自伐型林業の根幹というの

は、やっぱり林道を造り出していくというの

が一番ポイントになると思います。そういっ

た面で非常にこの技術力の高い作業だと思い

ますので、そういった教育、育成を強くお願

いします。 

 

○末松直洋委員長 要望でよろしいでしょう

か。 

 ほかにありませんか。 

 

○山本伸裕委員 漁港漁場整備課だったかと

思います。 

 牛深ハイヤ大橋損傷の問題で、以前の委員

会で、私、同じ構造の京都だったかと思いま

すけれども、橋が、やはり支承が損傷してい

るということで、ちょっとその関連性がある

のかどうかについて、情報共有しながら、も

しそういった状況があれば、連携して対策な

んかも取り組む必要があるんじゃないかいう

ような発言をしたんですけれども、その後、

その向こうとの情報のやり取りというのは何

かあったのでしょうか。 

 

○植野漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 他県の例につきましては、対応の状況につ

いて、一応問合せをさせていただいておりま

す。 

 現時点で確認できておりますのは、舞鶴が

令和２年９月に通れなくなったと。そして、

対策を行って、応急対策、恒久対策も含めて

行って、令和３年10月下旬に通行を再開して

いるところだそうです。あそこはローラーが

壊れました。復旧工法は、原形復旧でされて

おります。通行止めから完了までが13か月で

した。 

 損傷の原因につきましては、支承のローラ

ーの内部に製作時にひびが入っていたという

ようなことでした。そして、そういうこと

で、そこに長期間で力がかかって壊れたとい

うふうに推察されているということで伺って

おります。それで、元のとおり適正なローラ

ーと入れ替えて復旧をされているということ

を確認いたしております。 

 以上です。 

 

○山本伸裕委員 牛深の場合も、その支承の

損傷状況ということで、ローラー破断という

ところの写真が出ておりますけれども、要す

るに、支承の設計あるいは製造の段階で、何

らかのその構造的な損傷に至るような問題が

あったのかなかったのか、これからその原因

調査を進められていくのかと思いますが、場

合によっては、その対策の費用であるとか、

連携を取れば圧縮できる可能性は出てくるん

じゃないかなと思ってるんですよね。そうい

う点で、しっかり何ていうか、同じような状

況であればあるほど、連携しながら対策を検

討していただければと思いますので、よろし

くお願いします。 

 

○末松直洋委員長 要望でよろしいでしょう
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か。 

 ほかにありませんか。 

 

○荒川知章委員 97ページ、有明海・八代海

再生事業で、生息環境調査があると思うんで

すけれども、令和２年の７月豪雨から、八代

海の魚とかエビとか、それまでもだんだん取

れなくはなってきてたんですけれども、２年

の豪雨災害から、またさらにエビとかなかな

か取れない状況で、その水害との関係の調査

をされてるかと思うんですけれども、現在の

その調査の状況というのを教えてもらえます

か。 

 

○堀田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 八代海のほうでの豪雨の関係につきまして

は、それぞれ所管するところにつきまして、

水産振興課、それと他課で分担しまして行っ

ております。 

 お尋ねの件、１つには、具体的には、芦北

のほうで、豪雨災害後に海底で漁具等が引っ

かかる等の苦情、そういったものもあってお

りまして、そういったものについては、漁協

のほうに赴いて、具体的に調査内容等を打ち

合せ、執り行うこととしております。 

 

○荒川知章委員 漁獲量も下がってきてて、

７月豪雨の関係もあるかもしれませんので、

なかなかなりわいとしても厳しい漁業者も多

いと聞きますので、ぜひ、担い手とか、自分

の息子に継いでくれとなかなか言えないとい

うような状況も聞きますので、その辺も今後

また取り組んでいただければと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

○末松直洋委員長 要望でよろしいでしょう

か。 

 

○荒川知章委員 はい。 

 

○末松直洋委員長 ほかにありませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○末松直洋委員長 なければ、以上で質疑を

終了します。 

 それでは、ただいまから本委員会に付託さ

れました議案第40号、第48号及び第49号につ

いて、一括して採決したいと思いますが、御

異議ありませんか。 

  （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あ

り) 

○末松直洋委員長 異議ありという声であり

ますが、どの議案に。 

 

○山本伸裕委員 40号議案については、挙手

でお願いします。 

 

○末松直洋委員長 それでは、一括採決に反

対の表明がありました議案第40号について、

挙手により採決を行います。 

 原案のとおり可決することに賛成の委員の

挙手を求めます。 

  （賛成者挙手) 

○末松直洋委員長 賛成多数と認めます。よ

って、議案第40号は原案のとおり可決するこ

とに決定いたしました。 

 次に、残りの議案第48号外１件について、

一括して採決いたします。 

 原案のとおり可決することに御異議ありま

せんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○末松直洋委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第48号外１件は原案のとおり可

決することに決定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 
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○末松直洋委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申出が５件あっておりま

す。 

 まず、報告について、執行部の説明を求め

た後、質疑を受けたいと思います。 

 それでは、順次報告をお願いします。 

 

○深川農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 農林水産政策課から、その他報告事項、①

から④まで一括して御説明させていただきま

す。 

 まず、①熊本県産アサリ産地偽装対策・再

生に向けた取組についてをお願いいたしま

す。 

 アサリの産地偽装問題につきましては、２

月24日の先議において、現状及び対応状況等

について御説明いたしました。 

 今回、その他報告事項として、その後の状

況及び進捗について御説明させていただきま

す。 

 資料には、前回と重複するページもありま

すので、重複するところは説明を一部省略さ

せていただきます。 

 それでは、１ページをお願いいたします。 

 １ページ及び２ページは、アサリを取り巻

く現状です。本県のアサリ漁獲量が近年激減

していることが分かります。 

 ３ページ、４ページをお願いします。 

こちらもアサリを取り巻く現状です。 

 ４ページでは、外国産アサリの８割が、い

わゆる下関ルートを通じて全国に流通してい

る現状を前回御説明いたしました。 

 ６ページをお願いいたします。 

 アサリ産地偽装に対するこれまでの対応の

熊本県措置分です。 

 一番下の行に、一昨日、３月９日に指示、

公表したコン・ブリオ株式会社の事案を追加

しております。熊本県宇土市の事業者が、中

国産等であるにもかかわらず、熊本県産と表

示して販売していたケースになります。 

 ７ページをお願いします。 

 国、他自治体措置分ですが、一番下の行、

合同会社リュウセイは、先ほどのコン・ブリ

オと同じ男性が代表を務め、事務所も同じ会

社で、コン・ブリオと同様に、一昨日に国か

ら指示、公表されております。 

 10ページをお願いいたします。 

 産地偽装110番に、これまでに349件の情報

提供があっております。情報提供元は、主に

県外が多くを占める状況です。 

 12ページをお願いいたします。 

 ２月補正予算での熊本県産アサリの産地偽

装対策、再生に向けた取組の概要です。 

 ２月28日の本会議で議決いただき、Ⅱの

(1)熊本県産アサリブランド再生協議会のよ

うに、既に本格的に動き出しているものもご

ざいます。これから順次事業を進めてまいり

ます。 

 次のページから各取組の概要になります。 

 13ページをお願いします。 

 アサリ産地偽装根絶に向けた取組の概要で

す。 

 環境生活部の取組となります。主に疑義案

件に対する立入検査の実施、ＤＮＡ検査、悪

質案件に対する告発の検討などの取組です。 

 14ページからは、農林水産部の取組です。 

 昨日、３月10日に、熊本県産アサリブラン

ド再生協議会の第２回を開催いたしました。

第２回では、産地偽装を防ぐ熊本モデルの流

通、販売の仕組みやブランド力向上の取組に

ついて議論いたしました。 

 16ページをお願いいたします。 

 昨日の再生協議会で議論された新たな流

通、販売のスキームである熊本モデルについ

て御説明いたします。 

 熊本モデルは、まずは、モデル的な実証を

経て、本格運用に至るよう、第１ステージと
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第２ステージに分けて実施してまいります。 

 第１ステージは、４月から５月にかけて実

証を行います。 

 ポイント１、アサリ流通の見える化は、県

漁連ホームページで入札結果やアサリの漁獲

情報について公表、認証した販売協力店への

産地証明書の発行などを行います。 

 ポイント２、他産地アサリとの混入抑止

は、管理された下での砂抜き、選別の実施、

ネットにアサリを入れて封印をした荷姿に統

一などを行います。 

 ポイント３、持続的にアサリの品質が確保

できる体制整備は、小売店が求める砂抜き、

選別レベルを満たすことのできる認定工場に

よる品質の統一などを行います。 

 以上が４月から５月にかけて行う第１ステ

ージで取り組む内容となります。 

 また、実証段階を終えた６月以降の第２ス

テージは、デジタル技術を活用した体制へ移

行していきます。 

 17ページと18ページを見開きでお願いいた

します。 

 17ページは、従来の流通体系、18ページ

は、熊本モデルの第１ステージとなります。 

 17ページの左下に、これまでの流通で不足

していた点を３点挙げております。 

 １つ目は、入札情報が未公表だったため、

どれだけ天然の県産アサリが漁獲されている

のか分かりませんでした。 

 ２つ目は、加工後の荷姿が様々で、流通の

過程で誰でも開封小分けが可能な状態での流

通がありました。 

 ３つ目は、消費者側からは産地の確認がで

きない状態でした。 

 そこで、新たに取り組むモデルは、これら

の点の改善を図ることで、消費者が安心して

購入できる流通体系となるように考えていま

す。 

 18ページの下に、熊本モデル第１ステージ

の特徴をまとめています。 

 １つ目、ホームページで入札情報や漁獲情

報を公表し、熊本県産アサリの漁獲状況を広

く周知します。 

 ２つ目は、アサリの砂抜きは、全て県漁連

が認定する工場でのみ行うこととします。こ

れにより、砂抜き、選別以降の流通段階での

他産地アサリの混入防止が図られます。 

 ３つ目は、県漁連が販売協力店へ直接産地

証明書を発行します。これにより、消費者に

よるアサリ産地の確認が可能となり、流通の

見える化が図られます。 

 そのほか、ＤＮＡ検査の実施も含めて、監

視体制を構築したモデルが第１ステージの熊

本モデルとなります。 

 19ページをお願いします。 

 ６月以降の第２ステージの熊本モデルのポ

イントを５つまとめております。 

 第２ステージは、第１ステージの流通体制

をベースとしており、流通の流れ自体の大き

な変更はありませんが、デジタル化による監

視体制の強化や産地証明書等の発行作業やデ

ータ管理の省力化が図られることが特徴とな

っています。 

 下の20ページが第２ステージの具体的なイ

メージです。 

 ポイントは、デジタル化を図り、データベ

ースのクラウドを利用する点です。データベ

ース上には、流通ルートの全てが登録され、

流通の見える化が図られます。 

 21ページをお願いします。 

 熊本モデルの構築に欠かせないアサリのＤ

ＮＡ分析についてまとめております。 

 上から３つ目の丸、農林水産消費安全技術

センターが全国で唯一の検査機関となってい

ます。 

 県では、２月８日の知事から国への要望の

中で、技術移転を要望しておりましたが、既

に水産研究センターへの技術指導が実現して

おります。今後、水産研究センターにおい

て、ＤＮＡ検査を行うことが可能となってお
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ります。 

 下の22ページは、熊本県産アサリのブラン

ド力向上プロジェクトになります。 

 県産アサリの販売再開に合わせ、熊本モデ

ルを広くＰＲしていきます。 

 まず、モデル販売協力店との協定締結を３

月下旬から４月上旬に行うことを考えていま

す。その後、４月中旬から知事によるトップ

セールスを行い、さらに販売協力店での熊本

モデルの周知と販売促進を目的としたフェア

イベントの開催を考えています。 

 以上が昨日の再生協議会で議論された産地

偽装防止とブランド力向上の取組内容になり

ます。 

 次に、25ページをお願いします。 

 県産アサリへの信頼性を確保する取組にな

ります。今議会の代表質問で知事が表明した

新たな取組になります。 

 まず、蓄養が行われている漁協に対するア

サリ振興関係補助金の除外です。 

 産地偽装の温床と指摘された輸入アサリの

蓄養を排除していくため、産地偽装につなが

る蓄養がいまだに行われている漁場を管理す

る漁協に対しては、県産アサリの振興に関す

る県の補助金等は交付しないこととしており

ます。 

 また、下の26ページのとおり、産地偽装ア

サリを根絶し、純粋な県産アサリを守り育

て、適正に販売、流通していくための本県独

自の条例を６月議会で提案できるよう、策定

に着手しております。 

 この条例では、県の責務をはじめ、漁業者

や事業者等の役割を定め、連携、協働して、

一体となって、産地偽装アサリ一掃、純粋な

県産アサリの生産、流通に取り組むこととし

ております。 

 以上、御説明した内容により、県産アサリ

の産地偽装対策と再生にしっかりと取り組

み、熊本ブランドの再生に向け、知事を先頭

に、しっかりと取り組んでまいりますので、

よろしくお願い申し上げます。 

 引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大

による農林水産物への影響について御報告い

たします。 

 その他報告資料②をお願いします。 

 １ページをお願いします。 

 表の左から２番目、影響額の欄の一番下の

(計)の欄を御覧ください。 

 令和３年11月から令和４年１月までの３か

月間の影響額は、7.3億円となっており、昨

年度の同時期の影響額と比較しますと、前年

比５割強と影響は縮小しております。 

 品目別に影響が大きかったものは、特に１

番は米となっており、低価格の令和３年東日

本産米の販売を継続し、県産米の販売単価が

低下したことによるものです。しかしなが

ら、１月は、11月補正予算でお認めいただい

た県支援事業の活用による販売促進等の結

果、単価は下げ止まっております。 

 ２ページをお願いします。 

 ２ページ以降は、農林漁業者に対する支援

策について、県だけでなく国等の支援策を含

め、総合的に取りまとめたものです。この支

援策一覧につきましても、関係団体を通じ、

周知、活用促進を図るとともに、県のホーム

ページに掲載、随時更新しております。 

 次に、災害復旧事業及び国土強靱化事業の

進捗状況等について御報告いたします。 

 その他資料③をお願いいたします。 

 この報告は、毎議会ごと、当委員会と建設

常任委員会で御報告しているものです。 

 １ページをお願いします。 

 まず、１、令和２年７月豪雨等災害復旧事

業の進捗状況です。 

 上段のグラフが、県事業、下段のグラフ

が、参考として市町村事業をおつけしていま

す。 

 上段の県事業では、土木部及び農林水産部

の合計で、全体事業費496億円のうち、令和

４年１月末の契約額は269億円で、54％が契
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約済みとなっております。 

 ２ページをお願いします。 

 ２、防災・減災、国土強靱化事業の進捗状

況ですが、全体事業費179億円のうち、令和

４年１月末の契約額は154億円で、86％が契

約済みとなっております。 

 次に、下段、３、県工事の不調、不落の状

況です。 

 ３ページをお願いします。 

 ②月別の状況、折れ線グラフが不調、不落

の発生率です。一番右が１月になりますが、

16.9％となっています。 

 次に、③発注機関別の状況です。 

 表の一番下の欄を御覧ください。 

 金額が大きい本庁と災害復旧事業が集中し

ている球磨、芦北において、不調、不落の発

生率が高くなっております。 

 ４ページをお願いします。 

 ④土木一式工事の不調・不落状況です。 

 折れ線グラフが、土木一式工事における不

調、不落の発生率ですが、８月以降、20％を

推移している状態です。 

 次に、⑤県南３地域における災害関連等工

事の不調・不落状況です。 

 同じく、折れ線グラフが、不調、不落の発

生率ですが、赤色の線のとおり、Ａ１等級で

は、１月末で75％まで上昇しております。 

 ５ページをお願いします。 

 ４、復興ＪＶ対象工事の状況です。 

 まず、(1)復興ＪＶ対象工事への参入状況

では、表の中段以降、一番右の合計欄にあり

ますとおり、土木部及び農林水産部所管工事

におきまして、管外からの参入は21者で、Ａ

１単体11者と管外企業を含むＪＶ10組の参加

があっております。さらに、Ａ２等級を含む

ＪＶの参入は17組ありました。不調、不落対

策により、管外からの参入やＡ２等級企業の

参入が見られたところです。 

 最後に、６ページをお願いいたします。 

 (2)県南３地域における金額階層別の不

調・不落状況です。 

 下の図の赤色の帯にありますとおり、12月

以降は、9,000万から１億1,000万及び１億 

6,000万から１億7,000万の２つの金額階層で

不調、不落が多く発生している状況です。 

 引き続き、令和２年災害関連等工事に係る

入札契約制度の見直し(第４弾)について御説

明します。 

 その他資料④をお願いいたします。 

 この報告も、当委員会と建設常任委員会で

御報告するものです。 

 １ページをお願いします。 

 四角囲みの中をお願いいたします。 

 第４弾では、３つの事項について取り組む

こととしております。それぞれの詳細は、次

のページから記載しています。 

 ２ページをお願いします。 

 １、指名競争入札対象拡大の延長です。 

 災害関連等工事の土木一式工事で、設計金

額3,000万円以上7,000万円未満のものにつき

ましては、令和４年３月を期限として指名競

争入札の対象拡大を行っておりますが、令和

４年度も発注が見込まれていることから、赤

字部分のとおり、令和４年９月30日まで延長

するものです。 

 ３ページをお願いします。 

 ２、復興ＪＶの請負対象金額の引上げで

す。 

 赤字部分のとおり、Ａ２、Ａ２企業の組合

せであるＪＶの請負対象金額を、現行の１億 

4,000万円未満から１億7,000万円未満に引き

上げることにより、Ａ２等級企業のさらなる

参加を促し、広域的な施工体制を確保するも

のです。 

 ４ページをお願いします。 

 現場代理人常駐義務の緩和です。 

 工事現場に常駐を求めている現場代理人に

ついて、小規模工事は複数の工事を兼務する

ことが可能であることから、請負金額合計の

上限を廃止するものです。 
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 以上が令和２年災害関連等工事に係る入札

契約制度見直し(第４弾)の内容です。 

 農林水産政策課は以上です。 

 

○髙野農地・担い手支援課長 農地・担い手

支援課でございます。 

 ⑤新規就農者の状況について御報告させて

いただきます。 

 資料を開いていただきまして、１ページを

お願いします。 

 今回の調査期間は、令和２年５月から令和

３年４月の１年間でございますが、新規就農

者は446人で、前期に比べて15人増加しまし

た。 

 就農形態別では、自ら営農する新規自営就

農者は、23人増加し274人で、内訳として、

新規学卒就農者が80人、Ｕターン就農者が73

人と、これら親元就農者は、昨年度より合計

43人増えました。一方で、新規参入者は121

人と、20人減となりました。法人等への新規

雇用就農者は、８人減少し172人となりまし

た。 

 今回の増減の要因につきまして、コロナ禍

の中で農外の雇用情勢が悪化したことから、

営農基盤が安定している親元への回帰志向が

高まった一方で、非農家出身者等の新規参入

者は、コロナ禍の影響を見極めるため、就農

の判断を控えたのではないかと分析しており

ます。 

 下のページでございます。 

 年齢別の状況ですが、20代が200人と最も

多く、次いで30代が97人で、10代まで含めた

30代以下が全体の４分の３となっておりま

す。 

 就農形態別に見ますと、新規学卒就農者、

Ｕターン就農者は20代で多く、新規参入就農

者は30代、40代で多く、新規雇用就農者は20

代で多くなっております。 

 次に、３ページでございます。 

 地域別の状況では、菊池地域が新規雇用就

農者を中心に104人と最も多く、次いで球磨

地域がＵターン就農者を中心に58人、八代地

域が新規学卒就農者を中心に54人となってお

ります。 

 下のページでございます。 

 営農類型別では、施設野菜が新規学卒、新

規参入などの自営就農を中心に150人と最も

多く、次いで畜産が新規雇用就農者を中心に

102人となっております。 

 ５ページでございます。 

 農業次世代人材投資資金の活用状況につい

てですが、交付対象となる50歳未満の新規就

農者254人のうち、41％の103人が交付を受け

ております。 

 なお、下の表、参考にありますように、令

和２年度の交付実績は、全国２位となり、そ

のうち経営開始型では全国トップとなってお

ります。 

 下のページでございます。 

 新規自営就農者の定着状況ですが、表の右

端に、就農５年目までの離農率を記載してお

ります。3.6％と前年調査より0.4ポイント増

加しましたが、低い水準を保っており、一定

の定着が図られております。 

 新規就農者の概要は以上でございますが、

引き続き新規就農対策にしっかり取り組んで

まいりますので、御指導をよろしくお願いし

ます。 

 農地・担い手支援課からの御報告は以上で

ございます。 

 

○末松直洋委員長 以上で執行部の報告が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 質疑はありませんか。 

 

○前川收委員 御報告をいただきました県産

アサリの偽装対策、再生に向けた取組につい

て、質問と御要望をさせていただきたいと思

います。 



第８回 熊本県議会 農林水産常任委員会会議記録（令和４年３月11日) 

 - 41 - 

 今日まで１か月が経過して、出荷を１か月

停止しながら、県民の皆さん方の関心も高

く、また、漁協を中心とした関係者の皆さん

もしっかり御協力をいただいて、まだ途中で

ありますけれども、しっかり皆さん方が今後

偽装を許さない体制づくりというものに御努

力をいただいていることには、心から敬意を

表したいというふうに思っております。 

 アサリのことはあまり知らなかったので、

これを機会にいろいろ調べていくと、県産ア

サリだけを熊本県産として流通させるのは当

然のことでありますし、その県産アサリの定

義は何だろうかという話を聞くと、要する

に、もうよそから稚貝を入れて太らせていく

養殖も、よその稚貝であれば認めないという

ことで、有明海の中に存在している稚貝、子

供たちが大きくなったものだけが県産アサリ

ということに定義されたというふうに、この

資料を見ても思っております。ぜひ、それを

しっかりと増やしていくという形、そして、

よそのものが混じらないような形をつくって

いただきたいというふうに思っております。 

 それは、いろんなＩＴも含めた機能を使っ

てやるということでありますが、一方で、ま

だ国のほうの結果も出ておりませんが、蓄養

に対する考え方については、今の皆さん方の

お話を聞くと、これはもう熊本においては、

蓄養はもうなくなるというかな、できないと

いう形にするのかなというふうには思います

けれども、私が調べた中においては、中国産

のアサリですと言われて蓄養して、中国産の

アサリとして出荷した人もいるわけですね。

その蓄養の期間は、非常に短かったり長かっ

たり、生産調整、出荷調整の期間も含めてあ

るということでありますが、その人たちは何

も偽装はしてないですね。ただ、蓄養という

ことで入れて出した。ただ、それが、その行

為が偽装の温床になってたということは確か

にそうかもしれません。しかし、やってきた

人達は、ただもう業務としてやっただけであ

って、その人は、別に熊本産に変えて出した

とか、そういうわけじゃなくてやってきてい

るということでありますので、非常に悩まし

い話で、その人たちは、自分たちは何も悪い

ことしておりませんという話になる。その話

を聞くと、まあごもっともな話だなというふ

うに思います。 

 ただ、やっぱり知事がおっしゃるように、

しっかりと県産アサリを守っていくという前

提の中では、かなり厳しい処置もやらざるを

得ないんだろうなというところも一定理解は

しております。そういうことをやっていく中

にあって、これまで何にも悪いことをしてな

くて普通に業をやってきた人たちが、そのな

りわいを失って路頭に迷うということがある

可能性が高いなということを今考えておりま

す。 

 そこででありますが、アサリをしっかり熊

本県産だけを県産として出す、これは当たり

前のことでありますが、アサリの増殖です

ね。要するに、県産アサリをしっかりつくっ

ていくということについても、これから先し

っかり考えていただきたいというふうに思い

ます。 

 今のままでいくと、僅かに数トン、何トン

ですか、去年は……（「31トン」と呼ぶ者あ

り)31トンしかもう県産アサリはないわけで

ありますので、それをやっぱり増やしていこ

うということを、これまでも頑張っていただ

いておりますけれども、いろんな経営体が交

ざってしまってて、何が何やら分からないと

いう状況もあります。 

 例えば、どこどこの漁協がやってるのは増

殖ですと、稚貝を入れたら駄目です、これは

養殖だと、養殖も認めないと、中国産を入れ

て中国産で出す、これは蓄養だ、これも駄目

ですという話になると、漁業関係で悪いこと

もしないで頑張ってきた人たちが、それがで

きなくなるということになるわけであります

から、私は、増殖の側に御協力いただけるよ
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うなビジネスチャンスを新しくつくっていっ

ていただければ、そういう人たちも快くそっ

ちのほうに業種転向と言っていいのか何なの

か分かりませんけれども、そういうこともや

っぱり少しは考えていかなきゃならない時期

だろうと思います。 

 当然、悪いことをした人たちが悪いことを

されないようにやっていくのは当たり前です

けれども、悪いことをしてない人たちも厳し

い環境になるということも、ぜひ考えていた

だければと思います。いかがでしょう。 

 

○竹内農林水産部長 まず、最初に前川委員

からございましたように、現在、私どものほ

う、純県産アサリをどうやってきちんと出す

か、今回熊本モデルということで御紹介させ

ていただきました。今熊本のブランドが、一

旦地に落ちてる部分をきちんと回復させるた

めに、これをしっかりやっていきたい。 

 そういった中で、産地偽装につながる蓄

養、それも蓄養自体が漁業という概念ではな

いものですから、そこの漁場管理されてる漁

協については、やはり構造転換していただい

て、本来の漁業の部分に注力していただける

ような仕組みは必要だというふうに考えてお

ります。 

 各漁協さん、それから県議会のほうからも

様々な御意見をいただいております。私ども

の思いとしては、まさに漁業振興する我々と

しては、本来の漁業のところでしっかりやっ

ていただけるような仕組み、県議会の御協

力、御指導もいただきながら、そういったい

わゆるなりわいとしての漁業をどう再生でき

るのか。蓄養からそちらに構造を転換してい

ただくような形を考えていきたいというふう

に今考えているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○前川收委員 基本的には、アサリを厳しく

取り締まって、県産アサリのみしか、熊本県

有明産と書いてあるアサリは、それしかない

ということをしっかり徹底していただきたい

というふうに思います。 

 ただ、商標の話としては、熊本県産なの

か、有明産なのかとか、肥後のアサリとか、

いろんな呼び方があって紛らわしいところが

ありますので、その辺もしっかり周知してい

ただいて、正式な名前は県産アサリなんです

かね。県産アサリじゃ駄目ですね、どこにで

も県はあるわけですから。正式な名称が何な

のかもちゃんと決めなきゃ多分いけないんで

しょうけれども、そのアサリがそれなんだ

と。じゃないと名前が変わっていくんです

ね、勝手に。類推できる名前に変わっていっ

て、それが使われるということもあります。

ＱＲコードだって、偽装はできないといった

って、ＱＲコードはすぐつくれますから。ち

ゃんとしないでもＱＲコードはすぐできます

ので、そこまでしっかり頑張ってください。 

 同時に、これをしっかり徹底していく上に

おいて、要するに構造が変わるという状況が

生まれてきて、そこに非常に厳しい環境にな

る方もいらっしゃるということは忘れないで

取り組んでもらいたいと思います。 

 以上です。 

 

○末松直洋委員長 よろしいでしょうか。 

 

○前川收委員 はい。 

 

○末松直洋委員長 ほかにありませんか。 

 

○山本伸裕委員 私も、ちょっとそのアサリ

産地偽装の問題でお尋ねしたいんですけれど

も、知事は、当初から、刑事告発も辞さない

と、強い態度で臨むというふうにおっしゃっ

ておられまして、徹底的に取り組んでいただ

くのは当然であるというふうに思います。 

 ただ、非常にこの問題は難しい複雑な要因

が様々ございますし、県だけで完全に解決で
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きるというような問題ではないというふうに

思うんですね。国も、あるいは捜査機関であ

るとか、それぞれの役割というのがあるんじ

ゃないかと思います。それで、県の役割とし

て、私は、１つ絶対に外してもらいたくない

のは、漁民の人たち、地域の人たちの暮ら

し、なりわいを守るという問題ですよ。 

 私、議会開会前の説明会のときに、蓄養に

ついて、どれぐらい今実態として行われてい

るのか、使用料がどれぐらい入っているの

か、漁師の人たちがどれぐらいそれに組み込

まれているのか、収入がどれぐらい入ってる

のか、実際にそこに関わっている人たちが、

この蓄養にどれぐらい依拠して今現状暮らし

ているのかというのを掌握すべきじゃないで

すか。でないと、何ていうか、暮らしを守

る、地域を守るという上では、やっぱり不十

分だというふうに思うんですよ。 

 それで、確かに産地偽装は悪いですよ、根

絶しなければならない。だけど、今のルール

でいけば、蓄養そのものは違法ではないわけ

ですよ。だから、今お話があったように、中

国産で熊本で蓄養しましたというふうに表示

をして販売するというようなことで、今模索

されている業者さんもいるわけですよ。そう

いう人たちがペナルティーを受ける、あるい

は、今のルールの下でちゃんと蓄養してやっ

ているところまで、漁協であるとか漁業者ま

で被害を受けるというようなことになると、

ちょっとそれはどうなのかなというふうに思

わざるを得ないですね。 

 むしろ今のルールの下で常識的に考えて、

長いところルール適用されるようなアサリが

存在するのかという問題ですよ。私、あんま

り詳しくないですけれども、素人ですけれど

も、ほとんどあり得ないんじゃないかと。だ

から、もう蓄養したアサリは、基本中国産で

すよ、熊本蓄養ありますけれども、基本外国

産ですよと。もしその長いところルールの適

用で国産だというふうに言いたいんだった

ら、それを客観的に証明するようなデータを

出させる、義務づけるというようなルールづ

くりでいいんじゃないかというふうに思うん

ですけどね。それいかがですか。 

 

○竹内農林水産部長 もともとその蓄養が違

法でないというのが、漁業法の中に蓄養とい

う定義がないので、違法性の判断ができない

と。そもそも蓄養自体は、漁業ではございま

せん。ですから、そこに漁業者が関わってい

るのは、漁業としてではなくて、いわゆる蓄

養業として、作業員で関わっていることはあ

るかもしれません。 

 ですので、先ほど申し上げたように、漁業

者が漁業者としてのなりわいで生きて生活が

できるような形を私どもとしてはつくってい

きたい。その蓄養業者という方々の、その末

端のところまでどういうふうになっているか

というところの調査まではまだできてません

が、ある面、漁場管理の方向から申します

と、漁業者が漁業するための漁場に蓄養が入

ってきているということ自体が、それが正し

い姿なのかどうかという問題も片やございま

す。 

 ということもございまして、それぞれの蓄

養の状況、実態をある程度把握をして、その

中で、様々な、どういった方が関わっていら

れるのか、その辺も調査した上で、今後の蓄

養の在り方というのは考えていかないといけ

ないかなと。 

 ただ、今回この純熊本産を出すためには、

やはり一旦止めて、その蓄養というのが、一

体どういったものなのか、それがまさに漁業

振興につながるのかどうかというのを考えさ

せていただく、一緒に考える機会にさせてい

ただきたいという思いもございまして、こう

いった一旦止めるというような形を取らせて

いただいているところでございます。 

 

○山本伸裕委員 私、最初に強調しましたけ
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れども、やっぱり地域の経済を守る、暮らし

を守る、漁業者のなりわいを守る、これは絶

対ぶれてはならないというふうに思います。

それで、確かに健全な漁業の在り方として

は、もう違った形態になっているのかもしれ

ない。 

 ただ、今現状は、蓄養が、そのアサリが一

時的にでも元気を取り戻すというようなこと

も言われてますし、そういう意味では、今有

明海、八代海でアサリが捕れなくなって、お

いしいアサリを、新鮮なアサリを届けるとい

う点では合理性があるんじゃないかと思うん

ですよ、蓄養そのものが。で、違法でもない

と。そういうルールに基づいてやっていると

ころが、何でペナルティー受けないといけな

いのかという問題については、これはちょっ

とやっぱり納得がいかないような気はしま

す。ぜひ、引き続き御検討をお願いしたいと

思います。 

 

○末松直洋委員長 よろしいでしょうか。 

 ほかに。 

 

○吉永和世委員 先ほど産地偽装防止に向け

た流通体系に関して御説明ございましたが、

ここまで短期間でしていただいたことに心か

ら感謝を申し上げたいというふうに思います

し、まだまだ抜け穴があるんだったら、しっ

かりそこを精査しながら、きちっとした体制

づくりをしていただきたいなというふうに思

います。 

 それと、前も申し上げましたけれども、熊

本の水産業の歴史として、牛深の真珠の養

殖、あるいは上天草のときのクルマエビの養

殖、これは、外国産を入れてしまったことに

よって、壊滅的な影響を受けたという実経験

があるわけですよね。それが外国産によって

どういう影響があるかというのは、これは断

定はできないんでしょうけれども、しかし可

能性としてあるならば、それはしっかりと踏

まえて、どう対応すればいいかというのは、

やっぱりきっちり考えて対処すべきだという

ふうに思います。 

 先ほど前川会長からもございましたし、知

事もおっしゃってますが、やはり熊本生まれ

の熊本育ち、このアサリをしっかりと生産し

ていく、その環境づくりというのをしっかり

やるためには、やっぱり排除すべきものはし

っかり排除した中で取り組んでいく、増産に

向かっていくということは、私は、実際、そ

の地元のなりわいにおいて、今後非常に大き

な成果を出してくるんだろうなというふうに

思いますので、そこら辺しっかり取り組んで

いただきたいと思うんですけれども、そこら

辺の、これまで何か、その外国産に対して県

が行ってきた何か指導とかそういったものが

あれば、ちょっと教えていただきたいんです

けれども。 

 

○山田水産局長 水産局でございます。 

 ただいまの吉永委員のほうから御説明があ

ったとおりに、外国産の種苗等、もしくは外

国から何かの生物を入れるということに対し

ては、やはり明確な因果関係等がはっきりし

ているものは少ないのでありますけれども、

やはりかなり疑われるものというものは非常

に多いのかなというふうに考えております。 

 本県でも、これまで、県内の天然漁場で資

源を保管するための放流とかにつきまして

は、各漁協さん、漁業者の方々に、できるだ

け外国産は使用しないようにというふうな形

で指導させてきていただいております。 

 以上でございます。 

 

○吉永和世委員 指導してきたということで

ございますので、要は可能性があるというふ

うに思っていいのかなというふうに今ちょっ

と思ったんですけれども、やはりそういった

過去の失敗を繰り返さないように、これがア

サリに影響しないように、また、そのアサリ
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のこれからの生産、増産に向けてしっかりと

取り組む上において、障害となるものがある

とするならば、それがあえて蓄養とするなら

ば、そこはしっかりと判断をいただきたいな

というふうに思います。 

 水産振興に蓄養というのがどう関わってい

るのかというのは、私ちょっと見えない部分

があったので、先ほど部長の話を聞いたとき

は、漁業法の中に蓄養はないということなの

で、そこら辺ちょっとはっきりしました。し

っかりと水産振興を、漁業振興を図っていた

だきたいというふうに強く要望させていただ

きたいと思います。 

 

○末松直洋委員長 よろしいでしょうか、要

望で。 

 ほかに質疑はありませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○末松直洋委員長 なければ、以上で質疑を

終了します。 

 ここで、私のほうから、11月定例会の委員

会において、取りまとめを御一任いただきま

した令和３年度農林水産常任委員会における

取組の成果について、お手元に配付のとおり

案を作成しましたので、御説明します。 

 この常任委員会における取組の成果は、今

年度の当委員会の審議の中で、委員から提起

された様々な課題や要望等の中から、執行部

の取組が具体的に進んだ主な項目を取り上

げ、３月の県議会のホームページで公表する

ものです。 

 項目の選定等については、楠本副委員長や

執行部とで協議をし、当委員会としては、11

項目の取組を上げた案を作成いたしました。 

 もちろん、ここに記載の項目以外の提案さ

れた課題や要望等についても、執行部で調

査、検討等を続けておられますが、ここに上

げた項目は、具体的な取組が進んだものな

ど、代表的なものを選定しております。 

 それでは、この案につきまして何か御意見

はありませんか。 

  （「ありません」呼ぶ者あり) 

○末松直洋委員長 意見なしということであ

ります。 

それでは、この案でホームページへ掲載し

たいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

なお、掲載までに、簡易な文言の修正、時

点修正等があった場合は、委員長に一任いた

だきたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○末松直洋委員長 それでは、そのようにさ

せていただきます。 

 次に、ほかに委員から何かあれば伺いたい

と思いますが、本日は出席職員が限定されて

おりますので、この場でお答えできない場合

については、後日回答させていただきます。 

 ほかに何かありませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○末松直洋委員長 なければ、以上で本日の

議題は全て終了いたしました。 

 それでは、これをもちまして第８回農林水

産常任委員会を閉会いたします。 

  午後１時10分閉会 

――――――――――――――― 

○末松直洋委員長 本委員会の執行部のほう

で、本年３月末をもって退職される方が４名

いらっしゃいます。 

 それぞれ一言ずつ御挨拶をいただければと

思っておりますが、委員の皆さん、よろしい

でしょうか。 

  （「お願いします」と呼ぶ者あり) 

○末松直洋委員長 それでは、一人ずつ、一

言ずつでも結構ですので、お聞かせくださ

い。 

 まず、山下農業研究センター所長。 

  （山下農業研究センター所長、渡邉農村

振興局長～徳永技術管理課長の順に退

任挨拶) 
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○末松直洋委員長 皆さん、大変お疲れさま

でございました。今後も健康に留意されて、

熊本県の発展のために、ぜひ後押しのほうも

よろしくお願いいたします。 

 最後に、本委員会は最後の委員会でござい

ますので、一言御挨拶を申し上げます。 

 この１年間、楠本副委員長はじめ委員の皆

様の御協力をいただきながら、委員会活動を

進めてまいりましたが、各委員におかれまし

ては、県政の抱える重要な諸問題につきまし

て、終始熱心な御審議をいただき、大変あり

がとうございました。 

 また、竹内農林水産部長をはじめ執行部の

皆さんにおかれましては、委員会において、

常に丁寧な説明と答弁をいただき、心から厚

く御礼申し上げます。 

 また、先ほど御挨拶いただきました、この

３月をもって勇退される方々におかれまして

は、長い間大変お疲れさまでございました。 

 本県は、熊本地震、そして令和２年７月豪

雨、鳥インフルエンザ、コロナ禍と大きな問

題を抱え、農林水産部においては、アサリの

産地偽装問題への対応と大変な状況であった

と思いますが、御勇退後も県民の一人として

お力添えをいただきますよう、心からお願い

申し上げます。 

 管外視察が中止になったことが非常に心残

りでありますが、委員各位並びに執行部の皆

さんの今後ますますの御活躍を御祈念申し上

げまして、簡単でありますが、挨拶に代えさ

せていただきます。 

 １年間大変お世話になりました。(拍手) 

 次に、楠本副委員長からも一言御挨拶をお

願いいたします。 

 

○楠本千秋副委員長 御挨拶させていただき

ます。 

 この１年間、末松委員長の下で委員会運営

をさせていただきました。委員の皆様には、

御指導、御鞭撻をいただきまして、ありがと

うございました。それから、執行部の皆様に

も真摯に対応していただきまして、感謝を申

し上げたいと思います。 

 委員会で論議されました地震あるいは豪雨

からの復旧、復興、アサリ問題など、一日も

早い立ち直りをされて、発展させていただき

ますように祈念申し上げまして、御挨拶とし

ます。 

 お世話になりました。(拍手) 

 

○末松直洋委員長 お疲れさまでございまし

た。 

  午後１時19分 
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